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（ご契約期間）

お知らせ
制度１ー生産物賠償責任保険（PL）保険ー、制度２ー請負業者賠償責任保険ーの

パターン名の見直しを行いました。ご注意ください。

※令和4年度に、制度１－生産物賠償責任（PL）保険－、制度２－請負業者賠償責

任保険－に新たなプランが追加されました。詳細は8ページをご確認ください。
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Ⅰ．団体賠償責任保険制度の内容

４

国内での製造・販売・仕事の結果に起因する損害賠償責任に備えるのが「制度1」（生産物賠償責

任（ＰＬ）保険）、国内での設置作業中・修理作業中・メンテ作業中の過失に起因する損害賠償責任に

備えるのが「制度2」（請負業者賠償責任保険）、海外へ輸出した製品に起因する損害賠償責任に備え

るのが「制度3」（海外ＰＬ保険）、事務所や店舗等の施設所有・管理に起因する損害賠償責任に備

えるのが「制度4」（施設所有（管理）者賠償責任保険）です。いずれの保険も法律上の損害賠償

責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。制度により補償される

範囲が異なりますので、業務実態にマッチした必要な補償をご選択ください。

詳しくは17～23ページの「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。

※「海外ＰＬ保険」の正式保険種目名は「海外生産物賠償責任保険」です。

制　度　1

補 償 内 容

保険金をお支払いできない主な場合

（１）いわゆる製品の欠陥によるPL事故に対応

－ 生産物賠償責任（PL）保険 －

（ ）１．

２．

３．

（ ）

（２）引渡しや工事完了後に発生した事故に対応

（ ）１．

２．

３．

（ ）

（

）

（ ）

※上記は主な場合です。詳細については17・18ページの 「お支払いする保険金および費用保

険金のご説明」、16ページのQ&A、取扱代理店へのお問合わせ等でご確認ください。

制度1：生産物賠償責任 （PL） 保険　制度2：請負業者賠償責任保険
制度3：海外ＰＬ保険　　　制度4：施設所有 （管理） 者賠償責任保険
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制　度　2

補 償 内 容

工事中に発生する事故に対応

－請負業者賠償責任保険－

（例）１．機器の設置工事中にガス管を破損させてしまい、ガス爆発事故が発生。通行人や隣家に

損害を与えた。

２．機器を設置するために玄関から入れようとしたところ、機器をぶつけ戸口に傷をつけて

しまった。

３．機器を修理中、誤って工具を落とし、内装に損傷を与えた。

被保険者（またはその工事の下請業者）が行う厨房機器の設置、修理、メンテナンス等の

作業やその他の工事の最中に発生した賠償事故による法律上の損害賠償責任を負担するこ

とによって被る損害に対して保険金が支払われます。

・法律上の損害賠償責任がない場合

　（見舞金等の法律上の損害賠償責任が発生しない場合の支払いは対象とはなりません）

・仕事の終了または引渡しの後、この仕事に欠陥があったため生じた事故による損害

　（これらの事故は「制度１（生産物賠償責任（PL）保険）」で補償されます）

・被保険者が他人から借用または受託した工具、機械、資材その他の財物に発生した損害

・発注者その他の者より支給された資材その他の支給品に発生した損害

・運送・荷役・撤去・移設の目的物および寄託契約に基づく受託物（修理・加工を目的と

する受託物を含みます）に発生した損害

・汚染物質の排出、流出、溢
いつ

出または漏出に起因する損害賠償責任

・作業の拙劣や、誤認、選択の誤り、取り違え等による作業対象箇所の誤り・作業内容の

誤り・仕上不良によって生じた当該部分の損害

　（穴のあけ違い、ペンキの塗り間違い等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

※上記は主な場合です。 詳細については19・20ページの 「お支払いする保険金および費用

保険金のご説明」、 取扱代理店へのお問合わせ等でご確認ください。

－ －

施工を行っている場合には、上記「制度２（請負業者賠償責任保険）」がお役に
立ちます。是非ともご加入をご検討ください。

保険金をお支払いできない主な場合
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制　度　3

補 償 内 容

海外で発生したPL事故に対応

－海外PL保険－

（例）１．香港のホテルに納めた厨房機器に欠陥があり、PL事故が発生した。

２．工場プラントに組み込まれてアメリカに渡った厨房機器に欠陥があり、それが原因となっ

たPL事故が発生した。

被保険者が海外に厨房機器を輸出した場合、その製品の欠陥に起因して発生した海外に

おけるPL事故に対する損害賠償金や争訟費用に対応します。

・労働者災害補償法、雇用保険法もしくは就業不能給付法またはこれに類した法律によっ

て被保険者が課せられた損害賠償責任

・被保険者の従業員が業務中に被った身体障害に対する損害賠償責任

・生産物またはその一部から生じたその生産物自体の損壊に起因する損害賠償責任

・生産物または生産物と一体をなす財物に「欠陥」があることが判明した場合、または

その疑いがある場合のリコール措置に関する損害賠償責任

・契約により加重された損害賠償責任

・土地、汚染物質の溢
いつ

出、漏出、移動、放出または流出に関する損害賠償責任

・罰金、違約金、懲罰的賠償金

・原子力事故に起因する損害賠償責任

・地震・噴火・津波に起因する損害賠償責任

・アスベスト（石綿）に起因する損害賠償責任

・職業性疾病に起因する損害賠償責任

・医療行為に起因する損害賠償責任

・航空機製品に起因する損害賠償責任

・生産物の使用により、製造・生産される財物の損壊に起因する損害賠償責任

・戦争、暴動、反乱、革命、政権奪取等に起因する損害賠償責任

など

※上記は主な場合です。詳細については21ページの「お支払いする保険金および費用保険

金のご説明」、取扱代理店へのお問合わせ等でご確認ください。

－3－

製品の輸出を行っている場合には、上記「制度3（海外PL保険）」が必要と
なるケースが想定されます。是非ともご加入をご検討ください。
※「海外ＰＬ保険」は、海外生産物賠償責任保険のペットネームです。

保険金をお支払いできない主な場合
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○ ○

○

○

○

○

○

○

制　度　4

補 償 内 容

管理する施設の欠陥や従業員の業務上の賠償事故に対応

業態別おすすめ加入一覧

－施設所有（管理）者賠償責任保険－

（例）１．工場内で製品が荷崩れして、納入業者にケガをさせた。

２．従業員がコーヒーをこぼしてしまい、来客の衣類を汚した。

３．営業社員が見本として持ち出した厨房機器を客先に持ち込む際、玄関ドアにぶつけてし

まい、ドアにキズをつけてしまった。

・工事中の事故を原因とした損害賠償責任

　（これらの事故は制度２「請負業者賠償責任保険」で補償されます）

・法律上の損害賠償責任がない場合

　（見舞金等の法律上の損害賠償責任が発生しない場合の支払いは対象とはなりません）

・施設内において他人から預かった財物に対する損害賠償責任

・加入したその会員およびその下請業者の同一世帯の親族に対する損害賠償責任

・業務に従事中の従業員の身体障害に対する損害賠償責任

・汚染物質の排出、流出、溢
いつ

出または漏出に起因する損害賠償責任

・自動車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

※上記は主な場合です。 詳細については22・23ページの 「お支払いする保険金および費用保

険金のご説明」、 取扱代理店へのお問合わせ等でご確認ください。

－4－

保険金をお支払いできない主な場合

業　態

制

　度

製造　のみ 販売　のみ

製造・
設置作業・
修理作業・
メンテ作業

制度１
（生産物賠償責任（PL）保険）

制度３
（海外ＰＬ保険）

制度２
（請負業者賠償責任保険）

制度４
（施設所有（管理）者賠償責任保険）

製造・
設置作業等・
海外輸出

＊制度４は業態にかかわらず、事務所を持っている場合はご加入をおすすめします。
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Ⅱ．団体賠償責任保険制度への加入資格

この保険制度は、一般社団法人日本厨房工業会が保険契約者となる団体契約です。

工業会の会員企業であれば加入［被保険者（補償の対象となる方）］資格があります。

制度別の被保険者は、下表をご参照ください。

また、制度１（生産物賠償責任（PL）保険）、制度３（海外PL保険）については、子会社等

を被保険者に追加することもできます。（追加被保険者）追加被保険者がある場合は、取扱代理

店までお申し出ください。別途手続きをご案内いたします。

★　保険期間中途で被保険者を追加する場合には、取扱代理店までお申し出ください。

★　LPガス業者は被保険者となることはできません。

加入会員

加入会員および個別に設定した企業

加入会員および工事下請業者

加入会員および個別に設定した企業

加入会員

制度１（生産物賠償責任（PL）保険）

制度２（請負業者賠償責任保険）

制度３（海外PL保険）

制度４（施設所有（管理）者賠償責任保険）

制度別被保険者

－5－



ケース１

新規契約 継続契約

5.７.10

遡及日
（初年度契約始期日）

6.７.10 7.７.10

ケース２

ケース３

事故発生日 賠償請求日（対象外）

★ ◆

事故発生日 賠償請求日（新規契約の対象）

★ ◆

事故発生日 賠償請求日（継続契約の対象）

★ ◆

保険期間（1年間）

事故
発生

〔対象となる事故〕

事故
発生

〔対象とならない事故〕

Ⅲ． （ ）

① 保険期間

・制度１、２、４…令和5年7月10日午後4時から令和6年7月10日午後4時とします。

・制度３…………令和5年7月10日午前0時01分から令和6年7月10日午前0時01分とします。

② 保険金受取の対象となる事故

・制度１、３（損害賠償請求ベース）

初年度契約始期日（遡及日）以降、賠償請求の原因となった事故が発生したもので、かつ

上記保険期間中に賠償請求を受けた事案が補償の対象となります。なお、事故の原因となっ

た製品等が「製造された時」や「販売された時」は問いません。

・制度２、４（事故発生ベース）

上記保険期間中に発生した事故が補償の対象となります。

補償を継続するためには毎年の更新が必要です。当制度は毎年当工業会が募集いたします。

－6－

〈令和5年度に初めてご加入された場合〉
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Ⅳ．

〈１〉 制度１（生産物賠償責任（PL）保険）、２（請負業者賠償責任保険）、４（施設所有（管理）者

賠償責任保険） の場合

①法律上の損害賠償責任の額（以下「損害賠償金」といいます）
次の身体障害事故または財物損壊事故の相手方の損害額に被保険者側の過失割合を乗
じた額をいいます。

・身体障害（対人）事故：治療費、慰謝料、逸失利益等
・財物損壊（対物）事故：修理代等

②損害防止費用
事故発生の後、損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益な費用を
お支払いします。

③権利保全行使費用
対人・対物事故が発生した場合に、権利の保全または行使に必要な手続をするために
要した費用

④緊急措置費用
応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用、および支出につき引受保険会社の
同意を得た費用をお支払いします（結果として、損害賠償責任がないことが判明した
場合でもお支払いします）。

⑤協力費用
被保険者が引受保険会社の求めに応じ、引受保険会社に協力するために直接要した費
用をお支払いします。

⑥争訟費用
被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために、引受保険会社の同意を得て支出し
た訴訟、仲裁、和解などの費用（弁護士費用も含みます）をお支払いします。

〈２〉 制度３（海外PL保険） の場合

①損害賠償金
次の身体障害事故または財物損壊事故の相手方の損害額に被保険者側の過失割合を乗
じた額をいいます。

・身体障害（対人）事故：治療費、慰謝料、逸失利益等
・財物損壊（対物）事故：修理代等
・ただし、罰金、違約金、懲罰的賠償金（これに類似するものを含みます）を除きます。

②争訟費用
訴訟にかかる費用、弁護士報酬等解決に要した費用。なお、提起された訴訟において
被保険者が損害賠償責任を負わない場合であっても、防御に要する争訟費用をお支払
いいたします。

③差押解除ボンドの費用

④協力費用
訴訟の調査、防御のため引受保険会社に協力するため被保険者が負担した費用で、
引受保険会社が妥当と認める費用。1日につき250米ドルまでの収入補償も対象となり
ます。

⑤応急手当費用
身体障害の応急手当として被保険者が負担した費用。

※上記①から⑤を合算して、ご契約の支払限度額が限度となります。
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支 払 限 度 額

対人・対物共通対　人

１名

５億円

２億円

１億円

２億円

１億円

１億円

制度１

制度２

制度３

制度４

（PL）

（請負）

ａ

ｂ

ｃ

ａ

ｂ

１

10

５

２億円

５

２億円

２

保険期間中

10億円

５億円

２億円

設定なし

設定なし

設定なし

免責金額

※昨年度とパターン名が異なります。ご注意ください。

＜補償の手厚いプランを追加しました＞

（１）制度１ 【生産物賠償責任（PL）保険】
　☆パターンａ

１）対人事故１名につき5億円。対人事故、対物事故あわせて１事故・保険期間中10億円
２）免責金額（自己負担額）はありません。

　☆パターンｂ

１）対人事故１名につき2億円。対人事故、対物事故あわせて１事故・保険期間中5億円
２）免責金額（自己負担額）はありません。

　☆パターンｃ

１）対人事故１名につき1億円。対人事故、対物事故あわせて１事故・保険期間中2億円
２）免責金額（自己負担額）はありません。

（２）制度２ 【請負業者賠償責任保険】
　☆パターンａ

１）対人事故１名につき2億円。対人事故、対物事故あわせて１事故5億円
２）免責金額（自己負担額）はありません。

　☆パターンｂ

１）対人事故１名につき1億円。対人事故、対物事故あわせて１事故2億円
２）免責金額（自己負担額）はありません。

（３）制度３ 【海外PL保険】
１）対人事故および対物事故あわせて１事故・保険期間中３００万ドル

２）免責金額（自己負担額）はありません。

（４）制度４ 【施設所有（管理）者賠償責任保険】
１）対人事故１名につき１億円。対人事故、対物事故あわせて１事故２億円

２）免責金額（自己負担額）はありません。

（５）支払限度額（ご契約金額）一覧

Ⅴ． （ ）

－8－－8－
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イ＝年間国内総売上高実績（最近の決算時点）

＊売上高が200億円超の場合は別途算出いたしますので、取扱代理店までお問合わせください。

．保  険  料

制度１「生産物賠償責任（PL）保険」

パターンｂ 対人１名につき２億円  対人・対物共通１事故・保険期間中５億円

保 険 料 算 出 式年間国内総売上高実績

　

2億円超

5億円超

10億円超

30億円超

80億円超

2億円以下

～

～

～

～

～

5億円以下

10億円以下

30億円以下

80億円以下

200億円以下

÷  10,000  ×  2.15 

÷  10,000  ×  1.18 ＋

÷  10,000  ×  0.67 ＋

÷  10,000  ×  0.56 ＋

÷  10,000  ×  0.30 ＋

÷  10,000  ×  0.21 ＋

　

19,330

45,100

55,840

133,150

201,870

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

　

円

円

円

円

円

　

円

円

円

円

円

保 険 料 算 出 式年間国内総売上高実績

　

2億円超

5億円超

10億円超

30億円超

80億円超

2億円以下

～

～

～

～

～

5億円以下

10億円以下

30億円以下

80億円以下

200億円以下

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

÷  10,000  ×  1.59 

÷  10,000  ×  0.88 ＋

÷  10,000  ×  0.49 ＋

÷  10,000  ×  0.41 ＋

÷  10,000  ×  0.22 ＋

÷  10,000  ×  0.16 ＋

　

14,310

33,400

41,350

98,600

149,480

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

パターンｃ 対人１名につき１億円  対人・対物共通１事故・保険期間中２億円

　

円

円

円

円

円

保 険 料 算 出 式年間国内総売上高実績

　

2億円超

5億円超

10億円超

30億円超

80億円超

2億円以下

～

～

～

～

～

5億円以下

10億円以下

30億円以下

80億円以下

200億円以下

÷  10,000  ×  2.83 

÷  10,000  ×  1.55 ＋

÷  10,000  ×  0.88 ＋

÷  10,000  ×  0.74 ＋

÷  10,000  ×  0.40 ＋

÷  10,000  ×  0.28 ＋

　

25,460

59,410

73,560

175,390

265,920

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

年間国内総売上高実績

パターンａ 対人１名につき５億円  対人・対物共通１事故・保険期間中 10億円
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制度２「請負業者賠償責任保険」

パターンａ：対人１名につき２億円　対人・対物共通１事故　５億円

パターンｂ：対人１名につき１億円　対人・対物共通１事故　２億円

保 険 料 算 出 式（規模に係わらず）

年間工事売上高実績（口）円  ×  0.106％

ロ＝年間工事売上高実績（最近の決算時点）

制度３「海外PL保険」

対人・対物共通 300 万ドル

保 険 料 算 出 式（規模に係わらず）

（北米向輸出高実績（ハ）円  ×  1.2％  ＋  360,000円）

＋

（北米以外輸出高実績（ニ）円  × 0.24％  ＋  120,000円）

※北米保険料とその他地域保険料の合計です。

　ハ＝北米向輸出高実績（最近の決算時点）

　ニ＝北米以外輸出高実績（最近の決算時点）

　イ＝年間国内総売上高実績（最近の決算時点）

制度４「施設所有（管理）者賠償責任保険」

対人１名につき１億円　対人・対物共通１事故　２億円

保 険 料 算 出 式（規模に係わらず）

年間国内総売上高実績（イ）円  ×  0.0024％

パターンｂ

年間工事売上高実績（口）円  ×  0.122％パターンａ

－10－
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１．加入手続き

（１）P.9・10の保険料算出式により今年度の保険料を算出してください。

（２）加入申込票を記入し、申込み締切日（５月31日）までに取扱代理店宛に返送します。同時に

保険料をP.12記載の振込先にお振込みください。

（３）令和５年７月10日より補償がスタートします。（制度1、2、4→午後４時～、制度3→午

前０時１分～）

（４）対象製品、対象工事を特定する場合や、既存契約があって保険期間の調整が必要な場合は、

直接取扱代理店もしくは、引受保険会社の問合わせ先に事前に連絡してください。

※厨房機器以外も補償対象に含める場合は、事前に取扱代理店にご連絡ください。

　（例：厨房機器設置と同時に工事、納入した空調機械  等）

２．

以下の手順に従い保険料を計算します。加入申込票に記入してください。

●手順①　→加入希望制度を決定

　　　　　　制度１のパターンａ、ｂ、ｃ、制度２のパターンａ、ｂ、制度３、制度４について

　　　　　　希望するものを選択。

●手順②　→売上高（円）を記入（加入を希望する制度に対応する以下の売上高を記入。）

　　　　　　制度１　→　年間国内総売上高実績（最近の決算時点）

　　　　　　制度２　→　年間工事売上高実績（最近の決算時点）

　　　　　　制度３　→　北米向輸出高実績（最近の決算時点）

　　　　　　　　　　→　北米以外輸出高実績（最近の決算時点）

　　　　　　制度４　→　年間国内総売上高実績（最近の決算時点）

＊最近の決算時点の売上高・輸出高をご記入ください。

●手順③　→保険料算出計算式

　　　　　　制度１（生産物賠償責任（PL）保険）保険料

P.９記載の保険料算式のうち、貴社の年間国内総売上高実績に該当する算式の「イ」

に売上高実績（円）をあてはめて算出してください。

　　　　　　　　☆年間国内総売上高実績が200億円を超える場合は別計算となりますので、取扱

　　　　　　　　　代理店または引受保険会社まで別途、ご連絡ください。

　　　　　　制度２（請負業者賠償責任保険）保険料　＝ 年間工事売上高実績（円）× 0.122%（パターンａ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もしくは× 0.106%（パターンｂ）

 （Ｐ.10参照）
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◆保険料振込先

　☆保険料のお振込は令和５年５月31日（水）が締切です。必ずこの日までにお振込みをお願

いします。

　☆振込手数料は加入者負担です。保険料より差し引かないでください。

◆加入申込票送付・お問合わせ先

　☆加入申込票は下記住所宛、返信用封筒にてご送付ください。（宛名印刷済み）

令和５年５月31日（水）募集締切日必着でお願いします。

　☆このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項の

ご説明　契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは

普通保険約款・特別約款・特約集をご用意していますので、取扱代理店または引受保険

会社までご請求ください。

ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

　◎取扱代理店

　MSK保険センター  商工サービス営業部

　〒104－0061 東京都中央区銀座２－８－９　木挽館銀座ビル５階

　〔担当〕根岸　正典

　ＴＥＬ： 0 3 － 3 5 3 8 － 6 1 8 0 　　ＦＡＸ： 0 3 － 3 5 3 8 － 6 1 8 8

　※令和５年５月に移転予定

銀　行　名

口 座 番 号

口座名義人

みずほ銀行　芝支店

普通預金口座　２３３９４８９

一般社団法人　日本厨房工業会

　　　　　　制度３（海外PL保険）保険料　　＝（北米向輸出高実績（円）× 1.2% ＋ 360,000 円）＋

　　　　　　（北米以外輸出高実績（円）× 0.24% ＋ 120,000 円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※北米保険料とその他地域保険料の合計です。

　　　　　　　　　（☆海外輸出高実績（円）が10億円を超える場合は別計算となりますので、取扱代     

　　　　　　　　　理店または引受保険会社社までご連絡ください。）　　 （Ｐ.10参照）

　　　　　　制度４（施設所有（管理）者賠償責任保険）保険料　  ＝　年間国内総売上高実績（円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　× 0.0024%

（Ｐ.10参照）　 

●手順④　→制度ごとの保険料を累計

　　今年度保険料＝制度１保険料＋制度２保険料＋制度３保険料＋制度４保険料

　　※保険料は制度ごとに１円単位を四捨五入し、10円単位としてください。
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①施設の用途を変更する場合
②施設が増える場合
③生産物または仕事・業務を変更する場合
④新しい仕事・業務を開始する場合
⑤保険料を精算しないご契約（注1）の場合で、保険料算出の基礎（注2）を変更する場合
（注1）保険料確定特約がセットされている場合を除きます。
（注2）施設の面積、座席数、収容人数、定員数、延長距離、容量、保管台数、エレベーター・エスカレー

ターの台数、個別工事の請負金額等をいいます。
⑥ご加入時にご提出いただいた付属書類等の記載内容に変更が生じる場合
⑦上記のほか、特約において取扱代理店または引受保険会社に通知すべき旨定められている事実が発生す
る場合

・譲渡、売却などにより事業・施設等の名義を変更した場合

あらかじめご連絡がない場合は、保険期間の中途であってもご契約が解除されたり、保険金をお支払いでき
ないこと（注）がありますのでご注意ください。

（注）ご連絡いただいた結果、追加保険料が発生し、かつ、通知事項と事故との間に因果関係がある場合に限ります。

上記に該当しない場合でも、加入依頼書記載事項に変更が発生した場合は、ご契約者である団体等または
取扱代理店もしくは引受保険会社までご連絡ください。

通　知　事　項

－13－

　．

（１）法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金が支払われます。

（２）毎年補償を継続するためには毎年１回の継続手続きが必要です。当制度については毎年ご
案内いたします。保険料は保険期間（ご契約期間）の１年分です。

（３）対象製品は、被保険者が製造・販売したすべての厨房製品、対象工事は、すべての工事（厨
房工事にとどまりません）を対象とすることを原則とします。
☆いずれかのものを対象外とすることを希望する場合は取扱代理店までご相談ください。

（４）設置、修理等の工事において、皆様が発注した下請業者を追加被保険者として補償します。
ただし、ＬＰガス業者は除きます。

（５）制度１、２については補償の限度額をパターンより選択することができます。パターンに
より保険料が異なります。

（６）この契約には保険料確定特約（確定保険料方式の包括契約特約）がセットされています。
保険料はお申込時点で把握可能な最近決算売上高（保険料算出の基礎数値）をベースに算
出します。したがって、毎年継続のつど、保険料は変動することになります。
この特約をセットしたご契約の場合、ご契約時に把握可能な最近の会計年度等（1年間）
の売上高を基に算出した保険料を払い込みいただきます。
（注）ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
・保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
・保険期間終了時に、保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・

請求はいたしません。
・保険料算出の基礎数値に誤りがあった場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払

いできない場合があります。
・保険期間中の保険料算出の基礎数値が、ご申告いただいた数値を著しく上回りまたは下

回る見込みがある場合（注）には、この特約はセットできません。
（注）企業買収・部門売却等の予定がある場合（保険料算出の基礎数値が著しく変動す

ることが明かな場合）、季節的または一時的な営業期間を保険期間とするご契約に
は、この特約はセットできません。（一部商品を除きます）

※保険契約が保険期間中に解除・解約された場合（中途更改を含みます）には、確定精算
を行わず、普通保険約款・特別約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・請求いた
します。

※中途加入する際には保険期間終了時に確定精算が必要となりますのでご注意ください。

（７）売上高の申告につきましては自己申告としています。
前年度の決算売上高・輸出高を正確に申告してください。（前年度と同じ売上高の場合、
決算書等の資料の提出をお願いする場合があります）

（８）制度１、２、４は日本国内で発生した事故のみ対象となります。制度３は日本以外の海外で
発生した事故のみ対象です。

（９）次の通知事項が発生するときは、あらかじめ保険契約者である団体等または取扱代理
店もしくは引受保険会社までご連絡ください。

その他、次のような事項が発生した場合は、遅滞なくご契約者である団体等または取扱
代理店もしくは引受保険会社までご連絡ください。

（10）生産物賠償責任保険、請負業者賠償責任保険、施設所有（管理）者賠償責任保険には、
保険契約者または被保険者に代わって事故の相手（被害者）と示談交渉を行う「示談交
渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者と示談交渉・弁護士への法律相談・
損害賠償請求権の委任等は必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。あら
かじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合
には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合が
あります。
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（11）引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約

者保護機構」があり、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社も加入しています。

この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20

人以下である法人をいいます。）またはマンション管理組合（以下「個人等」といいます。）

である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保

険金、解約返れい金等は80％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および

破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100％補償されます。

また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ

保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象と

なります。

（12）この保険は、一般社団法人日本厨房工業会を保険契約者とし、一般社団法人日本厨房工業

会会員を被保険者（補償の対象となる方）とする生産物賠償責任保険、請負業者賠償責任

保険、施設所有（管理）者賠償責任保険および海外ＰＬ保険（英文一般賠償責任保険普通

保険約款＋生産物特別約款）の団体契約です。

賠償責任保険普通保険約款および生産物特別約款、請負業者特別約款、施設所有（管理）者

特別約款、一般賠償責任保険普通保険約款＋生産物特別約款、保険証券は保険契約者（一般

社団法人 日本厨房工業会）に交付されます。

（13）加入申込票に記載されている各項目については正しくご記入ください。特にご加入コース、共通・

個別記載事項、保険料算出の基礎、同種の他の保険契約の有無については再度ご確認くだ

さい。※印の項目について、保険契約者または被保険者の故意や重大な過失により、お申

し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、

ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。ご加入に際して、今一

度お確かめください。

（14）引受保険会社は保険料を領収してはじめて保険金支払いの責任を負うことになっておりま

すので、保険料は必ずお申込みと同時に払い込みくださいますようお願いいたします。

（15）加入者証は大切に保管ください。

（16）クーリングオフ（契約申込みの撤回等）について

この保険は契約お申し込みの撤回等（クーリングオフ）はできません。ご契約内容をお確

かめのうえ、お申し込みください。

会員の方には、ご加入後、加入者証とともに、加入した制度の約款を郵送いたします。

ご加入いただくお客さまへのお願い
●ご契約の内容は、賠償責任保険普通保険約款・特別約款・特約によりますので、具体的な補償

内容等の詳細につきましては、賠償責任保険普通保険約款・特別約款・特約をご参照ください。

●他の保険契約等（異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含み

ます）により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄に

なることがあります。

補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、

いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。

補償内容の差異や保険金額（支払限度額）等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約くだ

さい。※

※複数あるご契約のうち、これらの補償が１つのご契約のみにセットされている場合、そのご契

約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

また、ご不明な点については、ご遠慮なく取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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被害者

事故発生

1．事 故 通 知

2．原 因 調 査

被害状況確認

金額査定  等

3．交渉・解決

調査・交渉・示談

請 求 通 知 受付

保険金支払い

会員企業

調査・打合わせ等

引受保険会社
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　．事故発生の場合

１．万一、事故が発生したら

２．事故処理の流れ

（１）まず、被害者から状況を詳しく聞いてください。

事故発生日時、発生場所、発生状況、被害内容、製品名・製造番号等を必ず聞いてください。

（２）「あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター」　0120－985－024（無料）

（携帯電話・PHSからでもご利用いただけます。IP電話からは　0276－90－8852（有料）

におかけください。受付時間：24時間365日）に連絡してください。

制度３（海外PL保険）は　「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　東京企業損害サー

ビス部　海外ＰＬサービスセンター」（03－3259－5829　受付時間：９：00～17：00　土、日、

祝日休）に連絡してください。

※ご連絡に際しましては、おかけ間違いにご注意ください。

※引受保険会社の承認なしに示談をしないでください。

※ご連絡がない場合それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金を

お支払いする場合がありますのでご注意ください。

（３）貴社に対して引受保険会社対応先より連絡が入り、事故対応が開始されます。

※事故解決に向け、事故原因調査・被害状況確認・請求内容の査定等を、貴社および

引受保険会社双方の協力のもと行います。

３．引受保険会社

　　　　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　公務部　営業第二課

　　　　〒103－0027  東京都中央区日本橋３－５－１９

　　　　ＴＥＬ： 0 5 0 － 3 4 6 0 － 0 6 0 0 　　ＦＡＸ： 0 3 － 6 7 3 4 － 9 6 1 2

万一、事故が発生した場合はまず「あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター」まで

ご連絡ください。

事故処理は引受保険会社のアドバイスや協力を得ながらすすめてください。

　※事故の相談等については「ガス石油機器ＰＬセンター」（裏表紙参照）でも応じています。
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Ａ６

Ａ４

事故原因について当方に落ち度や欠陥はないのですが、営業上やむなく見舞金を支払う場合が

あります。これは対象になりますか。

Ａ５

Ｑ１　製品本体の被害

Ａ１

調理機器に欠陥があり、火災が発生して調理機器本体のみが損傷してしまいました。

この賠償補償制度で対象となりますか。

質問のケースでは欠陥があった調理機器本体のみの損害であり、当制度の対象とはな

りません。なお、対人事故、または他の厨房製品の損害が発生した場合には、生産物・仕

事の目的物損壊補償条項により、１事故支払限度額の３％を限度額として調理機器本体の

被害も対象となります。

Ｑ３　裁判および弁護士費用

Ａ３

訴訟が提起された場合は多額の弁護士費用や裁判費用がかかると聞きましたが、この制度での

サポートはありますか。

この賠償補償制度で弁護士費用や裁判費用の支払いが可能です。支払いに関しては引

受保険会社の事前の承認が必要です。また、専門弁護士の紹介も受けられます。弁護士費

用や裁判費用については、その実費につき、損害賠償金の額と合算して、免責金額を超過

した額を支払限度額を限度にお支払いします。

Ｑ２　欠陥の判定

Ａ２

製品に欠陥があるかどうかは難しい問題だと思いますが、誰が判定するのですか。

当工業会では、製品の欠陥に起因する「紛争処理」を行うため、「ガス石油機器ＰＬ

センター」に相談・斡旋・裁定に関する業務を委託しておりますので、お気軽にご相談く

ださい。（裏表紙参照）

この他、引受保険会社（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）の事故対応部門の専門家

が製品や事故状況を分析し、判定を下しますが、被害者と加害者双方の主張が食い違う場合

など、最終的には裁判所の判断を仰ぐ場合もあります。

　．制度１（ＰＬ保険）の補償内容に関するＱ＆Ａ

法律上の損害賠償責任がこの500万円と確定した場合、基本契約より損害賠償金450

万円と生産物・仕事の目的物損壊補償条項から50万円が支払われます。

賠償金が500万円（製造販売した製品である冷蔵庫に欠陥があり、火元となって、冷蔵庫の被害額50

万円、その他店舗設備等損害額450万円、対人事故はなし）であった場合、具体的にどのような支払

いが行われますか。

法律上の損害賠償責任がない場合には対象となりませんので、このような場合は支払

対象になりません。

今年製造した製品に10年間ＰＬ補償をつけたいのですが、どのようにしたら良いのですか。

製品個々に特定し賠償補償が付帯されているわけではありません。通常の損害保険と

同様に10年間この制度を毎年継続してください。

Ｑ６　賠償額に対する実際のお支払い

Ｑ４　見舞金の支払い

Ｑ５　製造販売日、設置工事日
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１．基本契約の補償内容

一般賠償責任保険普通保険約款・生産物特別約款・主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳細につきまし
ては、普通保険約款、生産物特別約款およびそれぞれの特約をご参照ください。

海外における次の事故により、海外の購入者（使用者）等に身体障害を
発生させたり、財物に損壊を与えた場合に、その被害者に対して負担し
なければならない損害賠償金を保険金としてお支払いします。

・製造、販売した製品、商品（以下「生産物」といいます。）が他人
（お客様等）に引き渡された後に発生した、その生産物の欠陥等（取扱
説明書の説明不備を含みます。）に起因する偶然な事故（海外で発生し
たもの）

※この保険において「欠陥」とは、通常有すべき安全性を欠いていること
をいい、製品・商品が本来の機能を果たさないもしくは注文と異なる等
により、被保険者が負担する修理費・取替費用等は、補償対象となり
ません。

【損害賠償金】
次の身体障害事故または財物損壊事故の相手方の損害額に被保険者側
の過失割合を乗じた額をいいます。
・身体障害（対人）事故：治療費、慰謝料、逸失利益等
・財物損壊（対物）事故：修理代等

【費用保険金】
①争訟費用
訴訟にかかる費用、弁護士報酬等解決に要した費用。なお、提起された
訴訟において被保険者が賠償責任を負わない場合であっても、防禦に
要する訴訟費用をお支払いいたします。

②差押解除ボンドの費用
③協力費用
訴訟の調査、防禦のため引受保険会社に協力するため被保険者が負
担した費用で、引受保険会社が妥当と認める費用。交通費・通信費の
ほか、1日250ドルまでの収入補償も対象となります。

④応急手当費用
身体障害の応急手当として被保険者が負担した費用。

また、上記の損害賠償金および①から④の費用保険金は合計して支払限
度額の範囲内で補償されます。

・労働者災害補償法、雇用保険法もしくは就業不能給付法またはこれに類した法律によって被保険者が課せられた賠償責任

・被保険者の従業員が業務中に被った身体障害に対する賠償責任

・生産物またはその一部から生じた当該生産物それ自体の損壊に起因する賠償責任

・生産物または生産物と一体をなす財物に「欠陥」があることが判明した場合、またはその疑いがある場合のリコール措置に関する賠償責任

・契約により加重された賠償責任

・土地、汚染物質の溢
いつ

出、漏出、移動、放出または流出に関する賠償責任

・罰金、違約金、懲罰的賠償金（懲罰的賠償金補償対象外特約）

・原子力事故に起因する賠償責任（原子力損害免責特約）

・地震・噴火・津波に起因する賠償責任（地震損害補償対象外特約）

・アスベスト（石綿）に起因する賠償責任（アスベスト補償対象外特約）

・職業性疾病に起因する賠償責任（職業性疾病免責特約）

・医療行為に起因する賠償責任（職業危険補償対象外特約）

・航空機製品に起因する賠償責任

・生産物の使用により、製造・生産される財物の損壊に起因する賠償責任（不良製造品・加工品損害補償対象外特約）

・戦争、暴動、反乱、革命、政権奪取等に起因する損害賠償責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

保険金をお支払いできない主な場合（共通）

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額

特約の概要特約名

保険証券記載の遡及日（初年度契約始期日）以前に認識している事故は補償対象外となることを定めた特約です。クレームシリーズ特約

損害賠償金と費用保険金を合算して、ご契約の支払限度額を限度とする特約です。
※上記１．基本契約の補償内容「お支払いする保険金の額」欄をご参照ください。費用内枠払い特約

２．セットされる特約と補償内容
セットされる主な特約とその概要は下記のとおりです。なお、「保険金をお支払いできない主な場合」については、基本契約と同様となります。

海 外 Ｐ Ｌ 保 険

（2023年3月承認）A22-104708

制度３
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こ
の
書
面
に
お
け
る
主
な
用
語
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

【
契
約
概
要
の
ご
説
明
・
注
意
喚
起
情
報
の
ご
説
明
】

■
こ
の
書
面
は
、賠
償
責
任
保
険
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
説
明
し
て
い
ま
す
。ご
契
約
前
に
必
ず
お
読
み
に
な
り
、保
険

申
込
書
の
質
問
事
項
に
ご
回
答
の
う
え
、記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、お
申
込
み
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

■
お
申
込
み
い
た
だ
く
際
に
は
、保
険
申
込
書
等
に
記
載
の
内
容
が
お
客
さ
ま
の
ご
意
向
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

■
こ
の
書
面
は
、契
約
に
関
す
る
す
べ
て
の
内
容
を
記
載
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。詳
細
に
つ
い
て
は
、普
通
保

険
約
款
お
よ
び
ご
契
約
の
保
険
種
類
ご
と
の
特
別
約
款
・
特
約（
以
下「
普
通
保
険
約
款
・
特
約
」と
い
い
ま
す
）に
記

載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。ご
不
明
な
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
保
険
契
約
者
と
被
保
険
者
が
異
な
る
場
合（
被
保
険
者
が
複
数
に
わ
た
る
団
体
契
約
を
含
み
ま
す
）は
、被
保
険
者
の

方
に
も
こ
の
書
面
の
内
容
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
商
品
の
内
容
を

ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
の
事
項

ご
契
約
に
際
し
て
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
不

利
益
に
な
る
事
項
等
、
特
に
ご
注
意
い
た
だ

き
た
い
事
項

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

令
和

3年
10

月

賠
償

責
任

保
　

　
険
重
要
事
項
の
ご
説
明

保
険
会
社
の
連
絡・
相
談・
苦
情
窓
口

当
社
へ
の
ご
相
談・
苦
情
が
あ
る
場
合

事
故
が
起
こ
っ
た
場
合

遅
滞
な
く
ご
契
約
の
代
理
店・
扱
者
ま
た
は
下
記
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

下
記
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

Ⅰ.
契
約
締
結
前
に
お
け
る
ご
確
認
事
項

（
1）
商
品
の
仕
組
み

商
品
の
仕
組
み
お
よ
び
引
受
条
件
等

1

契
約
概
要

あ
い

お
い

ニ
ッ

セ
イ

同
和

損
保

カ
ス

タ
マ

ー
セ

ン
タ

ー
あ

い
お

い
ニ

ッ
セ

イ
同

和
損

保
あ

ん
し

ん
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー

01
20
-7
21
-1
01

（
無

料
）

01
20
-9
85
-0
24

（
無

料
）

被
保
険
者

補
償
の
対
象
と
な
る
方
を
い
い
ま
す
。

保
険
期
間

支
払
限
度
額

免
責
金
額

保
険
の
ご
契
約
期
間
を
い
い
ま
す
。

保
険
金
と
し
て
お
支
払
い
す
る
１
事
故
ご
と
の
損
害
か
ら
差
し
引
く
額
で
、お
客
さ
ま
の
自
己

負
担
と
な
る
金
額
を
い
い
ま
す
。

被
保
険
者
が
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
さ
れ
た
場
合
に
、当
社
が
お
支
払
い
す
る
保
険

金
の
上
限
額
を
い
い
、保
険
証
券
に
記
載
さ
れ
た
金
額
を
い
い
ま
す
。

（
注
1）
契
約
内
容
に
応
じ
て
、施
設
所
有（
管
理
）者
、昇
降
機
、請
負
業
者
、生
産
物
、受
託
者
、自
動
車
管
理
者
な
ど
の
特
別
約

款
が
セ
ット
さ
れ
ま
す
。

（
注
2）
セ
ット
で
き
る
主
な
特
約
に
つ
い
て
は「
（
3）
主
な
特
約
の
概
要
」を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

（
2）
補
償
内
容

①
被
保
険
者

記
名
被
保
険
者（
保
険
申
込
書
の
記
名
被
保
険
者
欄
に
記
載
さ
れ
た
方
）の
み
が
被
保
険
者
と
な
り
ま

す
。た
だ
し
、適
用
さ
れ
る
普
通
保
険
約
款
・
特
約
に
よ
り
そ
の
他
の
被
保
険
者
が
設
定
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②
保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
主
な
場
合

他
人
の
身
体
の
障
害
、他
人
の
財
物
の
損
壊
に
つ
い
て
、被
保
険
者
が
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負

担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
る
損
害（
損
害
賠
償
金
や
争
訟
費
用
な
ど
）に
対
し
て
保
険
金
を
お
支
払
い
し

ま
す
。保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
条
件
は
適
用
さ
れ
る
普
通
保
険
約
款
・
特
約
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の

で
、詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

③
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
主
な
場
合

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
故
に
よ
る
損
害
に
対
し
て
は
、保
険
金
を
お
支
払

い
で
き
ま
せ
ん
。な
お
、主
な
も
の
を
記
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

賠
償
責
任
保
険

普
通
保
険
約
款

賠
償
責
任
保
険
追
加

特
約（
自
動
セ
ッ
ト
）

各
種
特
別
約
款（

注
1）

各
種
特
約（

注
2）

＋
＋

＋

・
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
故
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
賠
償
責
任

・
被
保
険
者
と
第
三
者
と
の
間
に
損
害
賠
償
に
関
す
る
特
別
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、そ
の
約
定
に
よ
っ
て
加
重

さ
れ
た
損
害
賠
償
責
任

・
被
保
険
者
が
、所
有
、使
用
ま
た
は
管
理
す
る
財
物
の
損
壊
に
つ
い
て
、そ
の
財
物
に
つ
き
正
当
な
権
利
を
有
す
る
者

に
対
し
て
負
担
す
る
損
害
賠
償
責
任

・
被
保
険
者
と
生
計
を
共
に
す
る
同
居
の
親
族
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任

・
被
保
険
者
の
使
用
人
が
、被
保
険
者
の
業
務
に
従
事
中
に
被
っ
た
身
体
の
障
害
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任

・
戦
争
、外
国
の
武
力
行
使
、革
命
、政
権
奪
取
、内
乱
、武
装
反
乱
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
の
事
変
、暴
動
、労
働
争
議
ま

た
は
騒
擾
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任

・
地
震
、噴
火
、洪
水
、津
波
ま
た
は
高
潮
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任

・
液
体
、気
体
ま
た
は
固
体
の
排
出
、流
出
ま
た
は
い
っ
出
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任（
た
だ
し
、不
測
か
つ
突
発
的
な

事
故
に
よ
る
も
の
を
除
き
ま
す
）

・
原
子
核
反
応
ま
た
は
原
子
核
の
崩
壊
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任

・
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、石
綿
(ア
ス
ベ
ス
ト
)、
石
綿
の
代
替
物
質
ま
た
は
こ
れ
ら
を
含
む
製
品
の
発

ガ
ン
性
そ
の
他
の
有
害
な
特
性
に
起
因
す
る
損
害

・
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
り
生
じ
た
事
象
に
起
因
す
る
損
害（
注
）

な
ど

●
受

付
時

間
 平

日
9:

00
～

17
:0

0　
●
土

日
・

祝
日

お
よ

び
年

末
年

始
は

休
業

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

●
受

付
時

間
 2

4時
間

36
5日

　
　

●
お

か
け

間
違

い
に

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

●
IP

電
話

か
ら

は
02
76
-9
0-
88
52（
有
料
）に

お
か

け
く

だ
さ

い
。

指
定
紛
争
解
決
機
関

当
社

は
、保

険
業

法
に

基
づ

く
金

融
庁

長
官

の
指

定
を

受
け

た
指

定
紛

争
解

決
機

関
で

あ
る

一
般

社
団

法
人

日
本

損
害

保
険

協
会

と
手

続
実

施
基

本
契

約
を

締
結

し
て

い
ま

す
。当

社
と

の
間

で
問

題
を

解
決

で
き

な
い

場
合

に
は

、一
般

社
団

法
人

 日
本

損
害

保
険

協
会

に
ご

相
談

い
た

だ
く

か
、解

決
の

申
し

立
て

を
行

う
こ

と
が

で
き

ま
す

。
一

般
社

団
法

人
 日

本
損

害
保

険
協

会
そ

ん
ぽ

A
D

Rセ
ン

タ
ー

●
受

付
時

間［
平

日
9:

15
～

17
:0

0（
土

日・
祝

日
お

よ
び

年
末

年
始

を
除

き
ま

す
）］

●
携

帯
電

話
か

ら
も

利
用

で
き

ま
す

。I
P電

話
か

ら
は
03
-4
33
2-
52
41

に
お

か
け

く
だ

さ
い

。
●
お

か
け

間
違

い
に

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

●
詳

細
は

、一
般

社
団

法
人

日
本

損
害

保
険

協
会

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

ご
覧

くだ
さ

い
。（

ht
tp

s:/
/w

w
w

.so
np

o.
or

.jp
/a

bo
ut

/e
ffo

rts
/a

dr
/in

de
x.h

tm
l）

05
70
-0
22
-8
08

ナ
ビ

ダ
イ

ヤ
ル（
全
国
共
通・
通
話
料
有
料
）

注
意
喚
起
情
報

当
社
と
の
間
で
問
題
を
解
決
で
き
な
い
場
合

じ
ょ
う

－24－



2
4X
1V
-4
・
6X
1V
-4
(2
10
70
1)
(2
02
1
年
2
月
承
認
)G
N
20
C
01
09
82
(V
03
-3
43
)

④
お
支
払
い
す
る
保
険
金
　

お
支
払
い
す
る
保
険
金
と
し
て
普
通
保
険
約
款
に
定
め
て
い
る
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。た
だ
し
、適

用
さ
れ
る
普
通
保
険
約
款
・
特
約
に
よ
り
そ
の
他
の
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳

細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

１
事
故
に
つ
き
お
支
払
い
す
る
保
険
金
の
額
は
、上
記
ア
か
ら
エ
ま
で
に
つ
い
て
は
、次
の
算
式
に
よ
っ

て
算
出
さ
れ
る
額
と
し
ま
す
。た
だ
し
、ご
契
約
に
適
用
さ
れ
る
支
払
限
度
額
が
限
度
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、上
記
オ
お
よ
び
カ
に
つ
い
て
は
、そ
の
実
費
全
額
を
お
支
払
い
し
ま
す
。た
だ
し
、カ
に
つ
い
て
は
、

ア
の
額
が
支
払
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は
、支
払
限
度
額
の
ア
の
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
お
支
払

い
し
ま
す
。

ア
．
損
害
賠
償
金

被
保
険
者
が
損
害
賠
償
請
求
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
の
額

（
判
決
に
よ
り
支
払
を
命
ぜ
ら
れ
た
訴
訟
費
用
ま
た
は
判
決
日
ま
で
の
遅
延
損
害
金
を

含
み
ま
す
）。
た
だ
し
、被
保
険
者
が
損
害
賠
償
金
を
支
払
っ
た
こ
と
に
よ
り
代
位
取
得

す
る
も
の
が
あ
る
場
合
は
、そ
の
価
額
を
差
し
引
く
も
の
と
し
ま
す
。

イ
．
損
害
防
止
費
用

対
人
・
対
物
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、損
害
の
発
生
ま
た
は
拡
大
の
防
止
の
た
め
に
必

要
ま
た
は
有
益
で
あ
っ
た
費
用

ウ
．
権
利
保
全
行
使

　
　
費
用

対
人
・
対
物
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、他
人
に
対
す
る
権
利
の
保
全
ま
た
は
行
使
に
必

要
な
手
続
を
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用

特
約
の
概
要

特
約
の
名
称

保
険
料
確
定
特
約

「
保
険
契
約
締
結
時
に
お
い
て
把
握
可
能
な
最
近
の
会
計
年
度（
1年
間
）に

お
け
る
保
険
料
算
出
の
基
礎
の
実
績
数
値
」に
基
づ
き
算
出
し
た
保
険
料

を
、確
定
保
険
料
と
す
る
特
約
で
す
。

保
険
料
の
精
算
に
用
い
る
保
険
料
算
出
の
基
礎
を
、「
保
険
期
間
終
了
時
に

把
握
可
能
な
最
近
の
会
計
年
度（
1年
間
）に
お
け
る
保
険
料
算
出
の
基
礎
の

実
績
数
値
」と
す
る
特
約
で
す
。

精
算（
直
近
会
計
年
度
末
）特
約

保
険
料
の
精
算
に
用
い
る
保
険
料
算
出
の
基
礎
を
、「
保
険
期
間
の
終
了
す

る
月
の
前
月
末
ま
た
は
当
月
末
か
ら
過
去
１
年
間
の
保
険
料
算
出
の
基
礎

の
実
績
数
値
」と
す
る
特
約
で
す
。

精
算（
直
近
月
末
）特
約

エ
．
緊
急
措
置
費
用

対
人
・
対
物
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、損
害
の
発
生
ま
た
は
拡
大
の
防
止
の
た
め
に
必

要
ま
た
は
有
益
な
手
段
を
講
じ
た
後
に
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
の
な
い
こ
と
が
判
明

し
た
と
き
、そ
の
手
段
を
講
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
要
し
た
費
用
の
う
ち
、応
急
手
当
、護

送
、診
療
、治
療
、看
護
そ
の
他
緊
急
措
置
の
た
め
に
要
し
た
費
用
、お
よ
び
あ
ら
か
じ
め

当
社
の
同
意
を
得
て
支
出
し
た
費
用

オ
．
協
力
費
用

当
社
が
損
害
賠
償
請
求
権
者
か
ら
の
損
害
賠
償
請
求
の
解
決
に
当
た
る
場
合
に
、そ
の

遂
行
に
つ
い
て
被
保
険
者
が
当
社
に
協
力
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用

カ
．
争
訟
費
用

損
害
賠
償
に
関
す
る
争
訟
に
つ
い
て
、被
保
険
者
が
当
社
の
同
意
を
得
て
支
出
し
た
訴

訟
費
用
、弁
護
士
報
酬
、仲
裁
、和
解
も
し
く
は
調
停
に
要
し
た
費
用
ま
た
は
そ
の
他
権

利
の
保
全
も
し
く
は
行
使
に
必
要
な
手
続
を
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用

（
3）
主
な
特
約
の
概
要

契
約
概
要

セ
ット
で
き
る
主
な
特
約
と
そ
の
概
要
を
記
載
し
て
い
ま
す
。詳
細
お
よ
び
記
載
の
な
い
特
約
に
つ
い

て
は
、代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
5）
支
払
限
度
額
等

契
約
概
要

お
客
さ
ま
が
実
際
に
ご
契
約
い
た
だ
く
支
払
限
度
額
、保
険
金
額
、免
責
金
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、保
険

申
込
書
の「
支
払
限
度
額
」「
保
険
金
額
」「
免
責
金
額
」欄
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
お
支
払
い
の
対
象
と
な
る
損
害
の
範
囲
】

【
お
支
払
い
す
る
保
険
金
の
額
】

保
険
金
の
額

イ
．
損
害
防
止
費
用

ウ
．
権
利
保
全
行
使
費
用

エ
．
緊
急
措
置
費
用

ア
．
損
害
賠
償
金

基
本
契
約
の

免
責
金
額

（
自
己
負
担
額
）

＝
＋

－

（
4）
複
数
の
ご
契
約
が
あ
る
お
客
さ
ま
へ

注
意
喚
起
情
報

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

（
6）
保
険
期
間
お
よ
び
補
償
の
開
始・
終
了
時
期

①
保
険
期
間
　

保
険
期
間（
保
険
責
任
の
始
ま
る
日
か
ら
終
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
を
い
い
ま
す
）は
１
年
間
で
す
。ま

た
、１
年
を
超
え
る
長
期
契
約
や
１
年
未
満
の
短
期
契
約
も
条
件
に
よ
り
可
能
で
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱

者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。お
客
さ
ま
が
実
際
に
ご
契
約
い
た
だ
く
保
険
期
間
に
つ
き

ま
し
て
は
、保
険
申
込
書
の「
保
険
期
間
」欄
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②
補
償
の
開
始
　

始
期
日
の
午
後
4時
（
保
険
申
込
書
ま
た
は
セ
ット
さ
れ
る
特
約
に
こ
れ
と
異
な
る
時
刻
が
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
そ
の
時
刻
）に
開
始
し
ま
す
。

③
補
償
の
終
了
　

満
期
日
の
午
後
４
時
に
終
了
し
ま
す
。

他
の
保
険
契
約
等（
異
な
る
保
険
種
類
の
特
約
や
当
社
以
外
の
保
険
契
約
ま
た
は
共
済
契
約
を
含
み

ま
す
）に
よ
り
、既
に
被
保
険
者
に
つ
い
て
同
種
の
補
償
が
あ
る
場
合
、補
償
が
重
複
し
、保
険
料
が
無

駄
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

補
償
が
重
複
す
る
と
、特
約
の
対
象
と
な
る
事
故
に
つ
い
て
、ど
ち
ら
の
保
険
契
約
か
ら
で
も
補
償
さ

れ
ま
す
が
、い
ず
れ
か
一
方
の
保
険
契
約
か
ら
は
保
険
金
が
支
払
わ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

補
償
内
容
の
差
異
や
保
険
金
額（
支
払
限
度
額
）等
を
確
認
し
、特
約
の
要
否
を
判
断
の
う
え
、ご
契

約
く
だ
さ
い
。

※
複
数
あ
る
ご
契
約
の
う
ち
、こ
れ
ら
の
補
償
が
１
つ
の
ご
契
約
の
み
に
セ
ット
さ
れ
て
い
る
場
合
、そ
の
ご
契
約
を
解
約

し
た
と
き
等
は
、補
償
が
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

（
注
）特
別
約
款
・
特
約
に
よ
り
、保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
範
囲
が
異
な
り
ま
す
。

※
前
記
は
普
通
保
険
約
款
に
お
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
り
、こ
れ
以
外
に
も
お
支
払
い
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。保

険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
場
合
の
詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
の「
保
険
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
」等
の
項
目
に

記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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上
記（
2）
①「
主
な
払
込
方
法
」に
よ
り
払
い
込
む
場
合
、保
険
料
は
払
込
期
日
ま
で
に
払
い
込
ん
で
い

た
だ
き
ま
す
。払
込
期
日
ま
で
に
払
込
み
が
な
い
場
合
は
、払
込
期
日
の
翌
月
末
日（
注
） ま
で
に
保
険

料
を
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。払
込
期
日
の
翌
月
末
日
ま
で
に
保
険
料
の
払
込
み
が
な
い
場
合
、保
険

金
を
お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、ご
契
約
を
解
除
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
注
）口
座
振
替
の
ご
契
約
に
つ
い
て
は
、保
険
契
約
者
に
故
意
お
よ
び
重
大
な
過
失
が
な
か
っ
た
場
合
は
、払
込
期
日
の

翌
々
月
末
日
ま
で
払
込
み
を
猶
予
し
ま
す
。

（
1）
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
で
き
る
期
間

ご
契
約
を
申
し
込
ま
れ
た
日
ま
た
は
本
書
面
を
受
領
さ
れ
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
、そ
の
日
を

含
め
て
8日
以
内
で
あ
れ
ば
、ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
2）
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
お
申
出
方
法

上
記（
１
）ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
で
き
る
期
間
の
期
間
内（
8日
以
内
の
消
印
の
み
有
効
）に
、当
社（
後
掲

の
あ
て
先
参
照
）に
必
ず
郵
便
に
て
ご
通
知
く
だ
さ
い
。

※
1ご
契
約
を
取
り
扱
っ
た
代
理
店
・
扱
者
で
は
、ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
お
申
出
を
受
け
付
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※
2既
に
保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
事
由
が
発
生
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、知
ら
ず
に
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
お
申
出
の

場
合
は
、ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
効
力
は
生
じ
ず
、ご
契
約
は
有
効
に
存
続
す
る
も
の
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
注
1）
お
勤
め
先
や
所
定
の
集
団
と
当
社
と
の
間
で
集
金
事
務
の
委
託
契
約
を
交
わ
し
て
い
る
場
合
は
、集
団
扱
で
の
払
込

方
法
を
ご
選
択
い
た
だ
け
ま
す
。ま
た
、団
体
契
約
の
場
合
は
、保
険
料
の
全
額
を
一
括
し
て
払
い
込
ん
で
い
た
だ
き

ま
す
。

（
注
2）
ご
契
約
と
同
時
に
現
金
で
払
い
込
ん
で
い
た
だ
く
場
合
に
は
、当
社
所
定
の
保
険
料
領
収
証
を
発
行
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
の
で
、お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

（
注
3）
保
険
料
割
増
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

（
注
4）
一
時
払
保
険
料
が
20
万
円
以
上
の
場
合
に
選
択
で
き
ま
す
。口
座
振
替
が
で
き
る
の
は
12
回
払
の
み
と
な
り
ま
す
。

（
注
5）
保
険
料
の
額
に
よ
っ
て
は
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
注
6）
初
回
保
険
料
の
み
選
択
で
き
ま
す
。

（
○
：
選
択
で
き
ま
す
　
　
×
：
選
択
で
き
ま
せ
ん
）

一
般
分
割
払（
注
3）

分
割
払

一
時
払

口
座
振
替

主
な
払
込
方
法

大
口
分
割
払（
注
4）

ク
レ
ジ
ット
カ
ー
ド
払（
売
上
票
方
式
）

払
込
票
払（
注
5）

初
回
保
険
料
の
払
込
前
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、原
則
と
し
て
、保
険
金
の
お
支
払
い
に
は
初

回
保
険
料
の
払
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。当
社
に
て
初
回
保
険
料
の
払
込
み
を
確
認
後
、保
険

金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

こ
の
保
険
に
は
、満
期
返
れ
い
金
・
契
約
者
配
当
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。

満
期
返
れ
い
金
・
契
約
者
配
当
金

3
契
約
概
要

Ⅱ
.契
約
締
結
時
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

告
知
義
務（
ご
契
約
時
に
お
申
出
い
た
だ
く
事
項
）

1
注
意
喚
起
情
報

（
1）
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
に
な
る
方
に
は
、保
険
申
込
書（
注
） の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、ご
契
約

時
に
事
実
を
正
確
に
お
申
出
い
た
だ
く
義
務（
告
知
義
務
）が
あ
り
ま
す
。

（
2）
ご
記
入
い
た
だ
い
た
保
険
申
込
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
、次
に
記
載
す
る
危
険
に
関
す
る
重
要
な
事

項
に
つ
い
て
、保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
故
意
や
重
大
な
過
失
に
よ
り
、お
申
出
い
た
だ
か
な

か
っ
た
場
合
や
、お
申
出
い
た
だ
い
た
事
項
が
事
実
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、ご
契
約
が
解
除
さ

れ
た
り
、保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す（
②
の
み
に
該
当
し
た
場
合
は
、保
険
金
の

お
支
払
い
へ
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、ご
契
約
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
)。

ご
契
約
に
際
し
て
、今
一
度
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

　（
注
）ご
契
約
時
に
当
社
に
ご
提
出
し
て
い
た
だ
く
書
類
で
、ご
契
約
に
必
要
な
内
容
を
記
載
し
た
付
属
書
類
を
含
み
ま
す
。

危
険
に
関
す
る
重
要
な
事
項

①
保
険
申
込
書
の
※
印
が
つ
い
て
い
る
項
目（
下
記
②
を
除
く
）に
記
載
さ
れ
た
内
容

②
こ
の
ご
契
約
と
補
償
が
重
複
す
る
他
の
保
険
契
約
ま
た
は
共
済
契
約
の
有
無

××
××

（
注
6）

（
注
6）

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ（
ご
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
）
　

2

保
険
契
約
者
が
個
人
の
場
合
で
、保
険
期
間
が
１
年
を
超
え
る
ご
契
約
の
場
合
、ご
契
約
の
お
申
込
み
後
で

あ
っ
て
も
、次
の
と
お
り
ご
契
約
の
お
申
込
み
の
撤
回
ま
た
は
解
除（
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
）を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

注
意
喚
起
情
報

②
ご
契
約
と
同
時
に
現
金
で
払
い
込
ん
で
い
た
だ
く
場
合
、始
期
日
以
降
で
あ
っ
て
も
、代
理
店
・
扱
者
ま

た
は
当
社
が
保
険
料
を
領
収
す
る
前
に
発
生
し
た
事
故
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、保
険
金
を
お
支
払

い
で
き
ま
せ
ん
。

（
3）
保
険
料
の
払
込
猶
予
期
間
等
の
取
扱
い

注
意
喚
起
情
報

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

（
2）
保
険
料
の
払
込
方
法

①
ご
契
約
時
の
保
険
料
は
、次
の
と
お
り
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。た
だ
し
、ご
契
約

内
容
に
よ
っ
て
は
、選
択
で
き
る
払
込
方
法
に
制
限
が
あ
り
ま
す（
注
1）
。ま
た
、代
理
店
・
扱
者
に
よ
っ
て

も
取
扱
い
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。そ
の
場
合
、ご
契
約
と
同
時
に
現
金
で
払
い
込
ん
で
い
た
だ

き
ま
す（
注
2）
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
決
定
の
仕
組
み
と
払
込
方
法
等

2

（
1）
保
険
料
の
決
定
の
仕
組
み

契
約
概
要

保
険
料
(注
) は
、支
払
限
度
額
、保
険
期
間
等
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た

は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。お
客
さ
ま
が
実
際
に
ご
契
約
い
た
だ
く
保
険
料
に
つ
き
ま
し
て

は
、保
険
申
込
書
の「
保
険
料
」欄
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

(注
)保
険
契
約
者
が
保
険
契
約
に
基
づ
い
て
当
社
に
払
い
込
む
べ
き
金
銭
を
い
い
ま
す
。
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通
知
事
項

①
保
険
申
込
書
の
※
印
が
つ
い
て
い
る
項
目
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
変
更
が
生
じ
る
場
合

②
上
記
の
ほ
か
、特
約
に
お
い
て
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
に
通
知
す
べ
き
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
事
実
が
発
生
す

る
場
合

（
1）
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
は
、次
に
記
載
す
る
通
知
事
項
が
発
生
す
る
場
合
、あ
ら
か
じ
め（
通

知
事
項
の
発
生
が
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
責
任
に
よ
ら
な
い
場
合
は
遅
滞
な
く
）代
理
店
・

扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
連
絡
す
る
義
務（
通
知
義
務
）が
あ
り
ま
す
。ご
連
絡
が
な
い
場
合
は
、保
険
期

間
の
中
途
で
あ
っ
て
も
ご
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
や
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
こ
と
(注
) が
あ
り

ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

（
3）「
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
補
償
す
る
契
約
」で
な
い
契
約
に
施
設
所
有（
管

理
）者
、昇
降
機
、請
負
業
者
、生
産
物
、受
託
者
、自
動
車
管
理
者
の
特
別
約
款
が
セ
ット
さ
れ
て
い
る

場
合（
例
え
ば
、被
保
険
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
と
な
る
施
設
所
有（
管
理
）者
賠
償
責
任
保
険
な

ど
）は
、告
知
義
務
・
通
知
義
務
等
の
取
扱
い
が
異
な
り
ま
す（
保
険
申
込
書
の
※
印
が
つ
い
て
い
る
項

目
に
記
載
さ
れ
た
内
容
が
告
知
事
項
と
な
り
ま
す
）。
取
扱
い
の
詳
細
は
、こ
れ
ら
の
特
別
約
款
に
自
動

セ
ット
さ
れ
る「
保
険
法
の
適
用
に
関
す
る
特
約
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

Ⅲ
.契
約
締
結
後
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

通
知
義
務
等（
契
約
締
結
後
に
ご
連
絡
い
た
だ
く
事
項
）

1
注
意
喚
起
情
報

　（
注
）ご
連
絡
い
た
だ
い
た
結
果
、追
加
保
険
料
が
発
生
し
、か
つ
、通
知
事
項
と
事
故
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
場
合
に

限
り
ま
す
。

（
2）
そ
の
他
、次
の
よ
う
な
事
項
が
発
生
し
た
場
合
は
、遅
滞
な
く
ご
契
約
の
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

①
事
業
を
廃
止
ま
た
は
譲
渡
し
た
場
合

②
保
険
契
約
者
の
住
所
ま
た
は
連
絡
先
を
変
更
し
た
場
合

③
上
記
の
ほ
か
、特
約
の
追
加
・
削
除
等
、契
約
条
件
を
変
更
す
る
場
合

ご
契
約
を
解
約
す
る
場
合
に
は
、ご
契
約
の
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
申
出
く
だ
さ
い
。解
約
の

条
件
に
よ
っ
て
は
、当
社
の
定
め
る
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
返
還
、ま
た
は
未
払
込
保
険
料
等
を
ご
請
求
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
(｢
初
回
保
険
料
口
座
振
替
特
約
｣と
あ
わ
せ
て「
保
険
料
大
口
分
割
払
特
約
」を
セ
ット

し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、原
則
と
し
て
追
加
保
険
料
が
発
生
し
ま
す
)。
ま
た
、ご
契
約
を
解
約
す
る
場
合
、払

い
込
ん
で
い
た
だ
い
た
保
険
料
が
保
険
証
券
記
載
の
最
低
保
険
料
未
満
の
と
き
は
、そ
の
差
額
を
請
求
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。な
お
、返
還
さ
れ
る
保
険
料
が
あ
っ
て
も
多
く
の
場
合
は
、払
い
込
ん
で
い
た
だ
い
た

保
険
料
の
合
計
額
よ
り
少
な
い
金
額
に
な
り
ま
す
の
で
、ご
契
約
は
継
続
す
る
こ
と
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
、代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

解
約
と
解
約
返
れ
い
金

2
注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

次
の
事
由
に
該
当
し
た
場
合
に
つ
い
て
、既
に
払
い
込
ん
だ
保
険
料
の
取
扱
い
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
保
険
契
約
者
が
保
険
金
を
不
法
に
取
得
す
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
保
険
金
を
不
法
に
取
得
さ
せ
る
目

的
を
も
っ
て
契
約
を
締
結
し
た
場
合
は
、こ
の
保
険
契
約
は
無
効
と
な
り
ま
す
。既
に
払
い
込
ん
だ
保
険

料
は
返
還
で
き
ま
せ
ん
。

②
こ
の
保
険
契
約
が
失
効
し
た
場
合
、保
険
期
間
の
う
ち
未
経
過
で
あ
っ
た
期
間
の
保
険
料
を
返
還
し
ま

す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

③
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
詐
欺
ま
た
は
強
迫
に
よ
っ
て
契
約
を
締
結
し
た
場
合
は
、こ
の
保
険

契
約
は
取
消
し
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。既
に
払
い
込
ん
だ
保
険
料
は
返
還
で
き
ま
せ
ん
。

無
効
、失
効
、取
消
に
つ
い
て

3
注
意
喚
起
情
報

（
5）
ご
連
絡
い
た
だ
く
事
項

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
お
申
出
を
さ
れ
る
場
合
は
、次
の
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、ハ
ガ
キ
ま
た
は
封

書
で
郵
便
に
て
ご
通
知
く
だ
さ
い
。

①
ご
契
約
の
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
申
し
出
る
旨
の
文
言

②
ご
契
約
を
申
し
込
ま
れ
た
方
の
住
所
、氏
名
・
押
印
、電
話
番
号（
ご
連
絡
先
）

③
ご
契
約
を
申
し
込
ま
れ
た
年
月
日

④
ご
契
約
を
申
し
込
ま
れ
た
保
険
の
次
の
事
項

　
・
保
険
種
類（
賠
償
責
任
保
険
）

　
・
領
収
証
番
号（
保
険
料
領
収
証
の
右
上
に
記
載
の
番
号
）ま
た
は
証
券
番
号

⑤
ご
契
約
を
取
り
扱
っ
た
代
理
店
・
扱
者
名

⑥
ご
契
約
の
取
扱
店
名

〒
15
0-
84
88

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
1丁
目
28
番
1号

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社
　
業
務
品
質
向
上
推
進
部
　
お
客
さ
ま
の
声
担
当
　
行

あ
て
先

（
3）
払
い
込
み
い
た
だ
い
た
保
険
料
の
取
扱
い

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
さ
れ
た
場
合
に
は
、既
に
払
い
込
み
い
た
だ
い
た
保
険
料
は
、す
み
や
か
に
お
客
さ

ま
に
お
返
し
い
た
し
ま
す
。ま
た
、代
理
店
・
扱
者
お
よ
び
当
社
は
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
さ
れ
た
こ
と
に
よ

る
損
害
賠
償
ま
た
は
違
約
金
を
お
客
さ
ま
に
一
切
請
求
い
た
し
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、始
期
日
以
降
に
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
さ
れ
た
場
合
は
、始
期
日（
注
） か
ら
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の

お
申
出
ま
で
の
期
間
に
相
当
す
る
保
険
料
を
払
い
込
み
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
注
）始
期
日
以
降
に
保
険
料
を
払
い
込
み
い
た
だ
い
た
と
き
は
、当
社
が
保
険
料
を
受
領
し
た
日
と
な
り
ま
す
。

（
4）
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
で
き
な
い
ご
契
約

次
の
ご
契
約
は
、ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
保
険
期
間
が
1年
以
内
の
ご
契
約（
自
動
継
続
特
約
が
セ
ット
さ
れ
て
い
る
保
険
期
間
が
1年
以
内

の
契
約
を
含
み
ま
す
）

②
営
業
ま
た
は
事
業
の
た
め
の
ご
契
約

③
法
人
ま
た
は
社
団
・
財
団
等
が
締
結
し
た
ご
契
約

④
通
信
販
売
特
約
に
基
づ
き
申
し
込
ま
れ
た
ご
契
約

⑤
第
三
者
の
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
ご
契
約

－27－
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下
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、ご
契
約
お
よ
び
特
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。こ
の
場
合
に
は
、全
部
ま
た
は
一
部
の
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん（
下
記
②
の
場
合
で
被
保
険

者
が
暴
力
団
関
係
者
、そ
の
他
反
社
会
的
勢
力
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
お
よ
び
損
害
賠
償
金

に
対
す
る
保
険
金
を
除
き
ま
す
）。

上
記
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
は
変
更
や
追
加
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、保
健
医
療
等
の
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報（
要
配
慮
個
人
情
報
を
含
む
）の
利
用
目
的
は
、法
令
等
に
従

い
、業
務
の
適
切
な
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
限
定
し
ま
す
。

ま
た
、こ
の
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
の
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、業
務
委
託
先（
保

険
代
理
店
を
含
む
）、
保
険
仲
立
人
、医
療
機
関
、保
険
金
の
請
求
・
支
払
い
に
関
す
る
関
係
先
等（
い
ず
れ

も
海
外
に
あ
る
も
の
を
含
む
）に
提
供
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
契
約
等
の
情
報
交
換
に
つ
い
て

当
社
は
、こ
の
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
、保
険
契
約
の
締
結
な
ら
び
に
保
険
金
支
払

い
の
健
全
な
運
営
の
た
め
、一
般
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
、損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
、損
害

保
険
会
社
等
の
間
で
、登
録
ま
た
は
交
換
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
再
保
険
に
つ
い
て

当
社
は
、こ
の
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
を
、再
保
険
契
約
の
締
結
、再
保
険
契
約
に
基
づ
く
通

知
・
報
告
、再
保
険
金
の
請
求
等
の
た
め
に
、再
保
険
引
受
会
社
等（
海
外
に
あ
る
も
の
を
含
む
）に
提
供

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

重
大
事
由
に
よ
る
解
除

5 ①
保

険
契

約
者

ま
た

は
被

保
険

者
が

、保
険

金
を

支
払

わ
せ

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
損

害
ま

た
は

費
用

を
発

生
さ

せ
た

場
合

②
保

険
契

約
者

ま
た

は
被

保
険

者
が

、暴
力

団
関

係
者

そ
の

他
の

反
社

会
的

勢
力

に
該

当
す

る
と

認
め

ら
れ

た
場

合
③

被
保

険
者

が
保

険
金

の
請

求
に

つ
い

て
詐

欺
を

行
っ

た
場

合
　

　
　

　
　

　
　

   
   

   
   

 な
ど

契
約
取
扱
者
が
代
理
店
ま
た
は
社
員
の
場
合
は
、当
社
の
保
険
契
約
の
締
結
権
を
有
し
、保
険
契
約
の
締

結
・
保
険
料
の
領
収
・
保
険
料
領
収
証
の
発
行
・ご
契
約
の
管
理
な
ど
の
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。し
た
が
い

ま
し
て
、代
理
店
ま
た
は
社
員
と
契
約
さ
れ
有
効
に
成
立
し
た
ご
契
約
に
つ
き
ま
し
て
は
、当
社
と
直
接
契

約
さ
れ
た
も
の
と
な
り
ま
す
。

契
約
取
扱
者
の
権
限

1
注
意
喚
起
情
報

複
数
の
保
険
会
社
に
よ
る
共
同
保
険
契
約
を
締
結
さ
れ
る
場
合
は
、引
受
保
険
会
社
は
分
担
割
合
ま
た
は

保
険
金
額
に
応
じ
、連
帯
す
る
こ
と
な
く
単
独
別
個
に
保
険
契
約
上
の
責
任
を
負
い
ま
す
。引
受
幹
事
保
険

会
社
は
他
の
引
受
保
険
会
社
の
業
務
お
よ
び
事
務
の
代
理
・
代
行
を
行
い
ま
す
。

共
同
保
険

2

ご
契
約
い
た
だ
い
た
後
に
お
届
け
す
る
保
険
証
券
は
、内
容
を
ご
確
認
の
う
え
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。ま
た
、ご
契
約
手
続
か
ら
１
か
月
を
経
過
し
て
も
保
険
証
券
が
届
か
な
い
場
合
は
、当
社
ま
で
お
問
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。ご
契
約
後
に
当
社
か
ら
確
認
の
連
絡
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

保
険
証
券
の
確
認
・
保
管

4

保
険
契
約
に
関
し
て
、
必
要
な
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
調
査
を
正
当
な
理
由

が
な
く
拒
ん
だ
場
合
は
、
ご
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

調
査
に
つ
い
て

5

引
受
保
険
会
社
が
経
営
破
綻
に
陥
っ
た
場
合
の
保
険
契
約
者
保
護
の
仕
組
み
と
し
て
、「
損
害
保
険
契
約

者
保
護
機
構
」が
あ
り
、当
社
も
加
入
し
て
い
ま
す
。

こ
の
保
険
は
、保
険
契
約
者
が
個
人
、小
規
模
法
人（
破
綻
時
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
等
の
数
が
20
人

以
下
の
法
人
を
い
い
ま
す
）ま
た
は
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合（
以
下「
個
人
等
」と
い
い
ま
す
）で
あ
る
場
合
に

限
り「
損
害
保
険
契
約
者
保
護
機
構
」の
補
償
対
象
で
あ
り
、経
営
破
綻
し
た
場
合
の
保
険
金
、解
約
返
れ

い
金
等
は
80
％
ま
で
補
償
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、破
綻
前
に
発
生
し
た
事
故
お
よ
び
破
綻
時
か
ら
３
か
月
ま

で
に
発
生
し
た
事
故
に
よ
る
保
険
金
は
10
0％
補
償
さ
れ
ま
す
。ま
た
、保
険
契
約
者
が
個
人
等
以
外
の
保

険
契
約
で
あ
っ
て
も
、被
保
険
者
が
個
人
等
で
あ
り
、か
つ
保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
場
合
は
、そ
の
被
保

険
者
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、上
記
補
償
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

保
険
会
社
破
綻
時
等
の
取
扱
い

3
注
意
喚
起
情
報

こ
の
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
は
、当
社
が
こ
の
保
険
引
受
の
審
査
お
よ
び
履
行
の
た
め
に
利
用
す
る

ほ
か
、当
社
お
よ
び
Ｍ
Ｓ＆
Ａ
Ｄ
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
(海
外
に
あ
る
も
の
を

含
む
)が
、こ
の
保
険
契
約
以
外
の
商
品
・サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内
・ご
提
供
や
保
険
引
受
の
審
査
お
よ
び
保

険
契
約
の
履
行
の
た
め
に
利
用
し
た
り
、提
携
先
・
委
託
先
等
の
商
品
・サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内
の
た
め
に
利

用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

個
人
情
報
の
取
扱
い

4
注
意
喚
起
情
報

そ
の
他
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
こ
と

①
当
社
お
よ
び
グ
ル
ー
プ
会
社
の
商
品・

　
サ
ー
ビ
ス
等
の
例

②
提
携
先
等
の
商
品・
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内
の
例

損
害
保
険・
生
命
保
険
商
品
、投
資
信
託・

ロ
ー
ン
等
の
金
融
商
品
、リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

自
動
車
購
入・
車
検
の
斡
旋

当
社
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
詳
細
、商
品・
サ
ー
ビ
ス
内
容
、グ
ル
ー
プ
会
社
の
名
称
、契
約
等

情
報
交
換
制
度
等
に
つ
い
て
は
、当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
ht
tp
s:
//
w
w
w
.a
io
in
is
sa
yd
ow
a.
co
.jp
/）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は

－28－
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事
故
が
起
こ
っ
た
場
合
の
ご
注
意

7

①
事
故
が
起
こ
っ
た
場
合
に
は
、遅
滞
な
く
ご
契
約
の
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ご
連
絡
が
な
い
と
、そ
れ
に
よ
っ
て
当
社
が
被
っ
た
損
害
の
額
を
差
し
引
い
て
保
険
金
を
お
支
払
い
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
こ
の
ご
契
約
と
補
償
が
重
複
す
る
他
の
保
険
契
約
等
が
あ
る
場
合
に
は
、事
故
の
ご
連
絡
の
際
に
お
申

出
く
だ
さ
い
。

③
こ
の
保
険
に
は
、被
保
険
者
に
代
わ
っ
て
事
故
の
相
手（
被
害
者
）と
示
談
交
渉
を
行
う「
示
談
交
渉
サ
ー

ビ
ス
」は
あ
り
ま
せ
ん
。賠
償
事
故
に
関
わ
る
被
害
者
と
の
示
談
交
渉・
弁
護
士
へ
の
法
律
相
談・
損
害
賠

償
請
求
権
の
委
任
等
は
、必
ず
事
前
に
当
社
と
ご
相
談
の
う
え
、お
す
す
め
く
だ
さ
い
。あ
ら
か
じ
め
当
社

の
承
認
を
得
な
い
で
、損
害
賠
償
責
任
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
承
認
し
た
場
合
に
は
、損
害
賠
償
責
任
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
額
を
保
険
金
か
ら
差
し
引
い
て
お
支
払
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
1）
事
故
の
発
生

こ
の
ご
契
約
と
補
償
が
重
複
す
る
他
の
保
険
契
約
等
が
あ
る
場
合
、発
生
し
た
損
害
に
対
し
て
既
に
支

払
わ
れ
た
保
険
金
の
有
無
に
よ
っ
て
、当
社
が
お
支
払
い
す
る
保
険
金
の
額
が
異
な
り
ま
す
。詳
細
は

普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
2）
他
の
保
険
契
約
等
が
あ
る
場
合
の
保
険
金
の
お
支
払
い

被
保
険
者
ま
た
は
保
険
金
を
受
け
取
る
べ
き
方
に
は
、次
表
の
う
ち
当
社
が
求
め
る
書
類
を
ご
提
出
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。な
お
、必
要
に
応
じ
て
次
表
以
外
の
書
類
の
ご
提
出
を
お
願
い
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
3）
保
険
金
の
支
払
請
求
時
に
必
要
と
な
る
書
類
等

（
２
）
当
社
所
定
の
損
害
（
事
故
）
状
況
報
告
書

（
１
）
当
社
所
定
の
保
険
金
請
求
書
（
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意
を
含
み
ま
す
）

事
故

日
時

、発
生

場
所

、事
故

状
況

、事
故

原
因

等
を

申
告

さ
れ

る
書

類
を

い
い

ま
す

。ま
た

、損
害（

事
故

）状
況

を
確

認
す

る
た

め
に

こ
の

報
告

書
の

ほ
か（

4）
①

、③
、（

５
）①

、③
ま

た
は（

6）
①

、③
に

掲
げ

る
書

類
も

ご
提

出
い

た
だ

く
場

合
が

あ
り

ま
す

。

書
類
の
例

（
３
）
保
険
金
請
求
権
を
も
つ
こ
と
の
確
認
資
料

委
任

状
、

印
鑑

証
明

書
、

資
格

証
明

書
、

商
業

登
記

簿
謄

本
、

法
人

登
記

簿
謄

本
、

戸
籍

謄
本

　
　

　
　

　
　

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 な
ど

書
類
の
例

・
公

的
機

関
が

発
行

す
る

証
明

書（
罹

災
証

明
書

、事
故

証
明

書
）ま

た
は

こ
れ

に
代

わ
る

書
類

・
死

亡
診

断
書

ま
た

は
死

体
検

案
書

　
・

医
師

の
診

断
書

　
・

後
遺

障
害

診
断

書
　

   
  な

ど

書
類
の
例

・
医

師
の

診
断

書
　

　
・

後
遺

障
害

診
断

書
　

　
・

領
収

書
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 な

ど
②

保
険

金
支

払
額

の
算

出
に

あ
た

り
確

認
す

る
書

類

書
類
の
例

・
運

転
資

格
を

証
明

す
る

書
類（

免
許

証
な

ど
）

・
調

査
同

意
書（

当
社

が
事

故
ま

た
は

被
害

の
調

査
を

行
う

た
め

に
必

要
な

同
意

書
）　

 　
な

ど

③
そ

の
他

の
書

類

書
類
の
例

（
４
）
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
保
険
金
請
求
に
必
要
な
書
類

・
公

的
機

関
が

発
行

す
る

証
明

書（
罹

災
証

明
書

、事
故

証
明

書
）ま

た
は

こ
れ

に
代

わ
る

書
類

・
賃

貸
借

契
約

書
、マ

ン
シ

ョ
ン

管
理

規
約

　
　

・
契

約
書

、請
負

書
、警

備
仕

様
書

、宿
帳

・
被

保
険

者
名

簿（
居

住
者

名
簿

、従
業

員
名

簿
等

）　
・

労
働

者
派

遣
契

約
書

・
預

か
り

伝
票

な
ど

受
託

物
で

あ
る

こ
と

の
確

認
資

料
・

事
故

原
因・

発
生

場
所・

被
害

状
況

の
見

解
書

、写
真

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 な

ど

①
損

害
賠

償
事

故
の

発
生

を
証

明
す

る
書

類

書
類
の
例

・
示

談
書

ま
た

は
こ

れ
に

代
わ

る
書

類
・

修
理

見
積

書
、請

求
明

細
書

、領
収

書
　

・
損

害
賠

償
内

容
申

告
書

・
購

入
時

の
領

収
書

･保
証

書
･仕

様
書

　
・

図
面（

配
置

図
、建

物
図

面
）　

・
仕

入
売

上
伝

票
・

当
社

所
定

の
診

断
書

、診
療

報
酬

明
細

書
、後

遺
障

害
診

断
書

、施
術

証
明

書
兼

施
術

費
明

細
書

、レ
ン

ト
ゲ

ン
な

ど
の

検
査

資
料

　
・

死
亡

診
断

書
、死

体
検

案
書

　
・

法
定

外
補

償
規

定
　

・
葬

儀
費

明
細

書
、領

収
書

　
・

交
通

費
･諸

費
用

の
明

細
書

・
そ

の
他

の
支

出
し

た
費

用
の

額
を

示
す

書
類

・
休

業
損

害
確

認
資

料（
休

業
損

害
証

明
書

、源
泉

徴
収

票
、決

算
報

告
書

、確
定

申
告

書
）

・
受

領
し

て
い

る
年

金
額

を
示

す
資

料
　

・
政

府
労

災
か

ら
の

支
給

額
を

示
す

資
料

 　
　

な
ど

②
損

害
賠

償
の

額
を

証
明

す
る

書
類

書
類
の
例

・
運

転
資

格
を

証
明

す
る

書
類（

免
許

証
な

ど
） ・

自
賠

責
証

明
書

お
よ

び
任

意
自

動
車

保
険

の
証

券
・

権
利

移
転

書
・

先
取

特
権

に
関

わ
る

書
類（

被
害

者
へ

の
賠

償
金

の
お

支
払

い
を

証
明

す
る

書
類

、被
害

者
承

諾
を

証
明

す
る

書
類

）
・

調
査

同
意

書（
当

社
が

事
故

ま
た

は
被

害
の

調
査

を
行

う
た

め
に

必
要

な
同

意
書

） 
　

　
な

ど

（
1）
著
し
く
保
険
金
請
求
の
頻
度
が
高
い
な
ど
、加
入
者
相
互
間
の
公
平
性
を
逸
脱
す
る
極
端
な
保
険
金

支
払
ま
た
は
そ
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、保
険
期
間
終
了
後
、継
続
加
入
で
き
な
い
こ
と
や
補
償

内
容
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
2）
当
社
が
、普
通
保
険
約
款
、特
別
約
款
、特
約
、保
険
料
率
等
を
改
定
し
た
場
合
、改
定
日
以
降
を
始
期

日
と
す
る
継
続
契
約
に
は
、そ
の
始
期
日
に
お
け
る
普
通
保
険
約
款
、特
別
約
款
、特
約
、保
険
料
率
等

が
適
用
さ
れ
ま
す
。そ
の
た
め
、継
続
契
約
の
補
償
内
容
や
保
険
料
が
継
続
前
の
保
険
契
約
と
異
な
る

こ
と
、ま
た
は
ご
契
約
を
継
続
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

継
続
契
約
に
つ
い
て

6

③
そ

の
他

の
書

類

（
５
）
傷
害
（
ケ
ガ
）
に
関
す
る
保
険
金
請
求
に
必
要
な
書
類

書
類
の
例

・
公

的
機

関
が

発
行

す
る

証
明

書（
罹

災
証

明
書

、事
故

証
明

書
）ま

た
は

こ
れ

に
代

わ
る

書
類

・
事

故
原

因
･発

生
場

所
･被

害
状

況
の

見
解

書
、写

真
　

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

な
ど

書
類
の
例

・
修

理
見

積
書

、損
害

明
細

書
、請

求
明

細
書

、領
収

書
・

交
通

費・
宿

泊
費・

移
送

費・
通

信
費

等
の

諸
費

用
の

明
細

書
・

損
害

防
止

費
用・

収
益

減
少

防
止

の
た

め
に

支
出

し
た

費
用

を
示

す
書

類
・

製
造

原
価・

仕
入

原
価

等
を

確
認

す
る

書
類（

製
造

原
価

報
告

書
、仕

入
伝

票
）

・
財

務
諸

表
な

ど
の

決
算

書
類

や
、売

上
高（

生
産

高
）に

関
す

る
書

類
　

　
・

月
次

試
算

表
・

支
出

し
た

費
用

の
額

を
示

す
書

類（
領

収
書

、請
求

書
）  

・
復

旧
通

知
書

、復
旧

工
程

表
　

  な
ど

②
保

険
金

支
払

額
の

算
出

に
あ

た
り

確
認

す
る

書
類

書
類
の
例

・
調

査
同

意
書（

当
社

が
事

故
ま

た
は

被
害

の
調

査
を

行
う

た
め

に
必

要
な

同
意

書
） 

   
   

 な
ど

③
そ

の
他

の
書

類

（
６
）
そ
の
他
費
用
に
関
す
る
保
険
金
請
求
に
必
要
な
書
類

①
事

故
の

発
生

を
証

明
す

る
書

類

①
事

故
の

発
生

を
証

明
す

る
書

類

－29－
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団
体

扱
・

集
団

扱
特

約
を

セ
ット

し
て

ご
契

約
い

た
だ

け
る

の
は

、保
険

契
約

者
お

よ
び

被
保

険
者

が
次

の
表

に
該

当
す

る
契

約
に

限
り

ま
す

。詳
細

は
代

理
店

・
扱

者
ま

た
は

当
社

ま
で

お
問

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

な
お

、保
険

期
間

の
中

途
で

前
記

の
条

件
を

満
た

さ
な

く
な

っ
た

場
合

は
、「

残
り

の
保

険
料

を
一

括
し

て
払

い
込

ん
で

い
た

だ
く

こ
と

」や
「

ご
契

約
を

解
約

し
て

新
た

な
ご

契
約

を
し

て
い

た
だ

く
こ

と
」が

あ
り

ま
す

の
で

、あ
ら

か
じ

め
ご

了
承

く
だ

さ
い

。

集
団
扱
の
ご
契
約
に
つ
い
て

10

（
注
）企
業
買
収
･部
門
売
却
等
の
予
定
が
あ
る
場
合（
保
険
料
算
出
の
基
礎
数
値
が
著
し
く
変
動
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場

合
）、
季
節
的
ま
た
は
一
時
的
な
営
業
期
間
を
保
険
期
間
と
す
る
ご
契
約
に
は
、こ
の
特
約
は
セ
ット
で
き
ま
せ
ん
。

最
低
保
険
料
に
つ
い
て（
確
定
精
算
方
式
の
場
合
）

9

※
ご
申
告
い
た
だ
い
た
数
値
を
立
証
で
き
る
書
類
を
ご
提
出
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
保

険
申

込
書

の「
保

険
料

算
出

の
基

礎
欄

」に
は

、保
険

契
約

締
結

時
に

把
握

可
能

な
最

近
の

会
計

年
度

の
保

険
料

算
出

の
基

礎
数

値
を

ご
申

告（
記

入
）く

だ
さ

い
。

（
1）
保
険
料
算
出
の
基
礎
に
つ
い
て

②
保

険
の

対
象

と
な

る
工

事
、仕

事
、生

産
物

等
が

複
数

と
な

る
場

合
に

は
そ

れ
ぞ

れ
の

数
値

を
ご

申
告

い
た

だ
き

、「
保

険
料

算
出

の
基

礎
欄

」に
は

合
計

の
数

値
を

ご
申

告（
記

入
）く

だ
さ

い
。

①
保

険
期

間
中

に
確

定
精

算
方

式
へ

の
変

更
は

で
き

ま
せ

ん
。

②
保

険
期

間
終

了
時

に
保

険
料

算
出

の
基

礎
数

値
が

減
少

・
増

加
し

た
場

合
で

も
、保

険
料

の
返

還
・

請
求

は
い

た
し

ま
せ

ん
。

③
お

申
込

み
時

に
ご

申
告

い
た

だ
い

た
保

険
申

込
書

記
載

の
保

険
料

算
出

の
基

礎
数

値
は

、現
時

点
で

把
握

可
能

な
最

近
の

会
計

年
度

の
数

値
に

相
違

な
い

か
ご

確
認

く
だ

さ
い

。数
値

に
誤

り
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、ご

契
約

が
解

除
さ

れ
た

り
、保

険
金

を
お

支
払

い
で

き
な

い
場

合
が

あ
り

ま
す

の
で

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

④
保

険
期

間
中

の
保

険
料

算
出

の
基

礎
数

値
が

、ご
申

告
い

た
だ

い
た

数
値

を
著

し
く

上
回

る
ま

た
は

下
回

る
見

込
み

が
あ

る
場

合（
注

） に
は

、こ
の

特
約

は
セ

ット
で

き
ま

せ
ん

。

⑤
ご

契
約

が
保

険
期

間
中

に
解

除
・

解
約

さ
れ

た
場

合（
中

途
更

改
を

含
み

ま
す

）に
は

、確
定

精
算

を
行

わ
ず

、普
通

保
険

約
款

・
特

約
に

定
め

る
方

法
に

従
い

保
険

料
を

返
還

・
請

求
い

た
し

ま
す

。
詳

細
は

代
理

店
・

扱
者

ま
た

は
当

社
ま

で
お

問
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

（
2）
確
定
精
算
を
省
略
す
る
方
式
(保
険
料
確
定
特
約
)に
関
す
る
注
意
事
項
に
つ
い
て

前
記

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

で
確

定
精

算
方

式
を

選
択

い
た

だ
い

た
場

合
で

、
保

険
期

間
終

了
時

に
算

出
さ

れ
た

確
定

保
険

料（
年

額
）が

保
険

証
券

記
載

の
最

低
保

険
料

未
満

の
と

き
は

、暫
定

保
険

料
と

最
低

保
険

料
と

の
差

額
を

精
算

い
た

だ
き

ま
す（

別
に

約
定

し
た

場
合

を
除

き
ま

す
）。

詳
細

は
代

理
店

・
扱

者
ま

た
は

当
社

ま
で

お
問

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

保
険
料
確
定
特
約
の
内
容
お
よ
び
注
意
事
項
に
つ
い
て

8

保
険

料
を

売
上

高（
生

産
高

）、
完

成
工

事
高

、年
間

入
場

者
数

等（
以

下「
保

険
料

算
出

の
基

礎
数

値
」と

い
い

ま
す

）を
も

と
に

算
出

し
た

暫
定

保
険

料
に

よ
り

ご
契

約
い

た
だ

き
、保

険
期

間
終

了
時

に
確

定
保

険
料

と
の

差
額

を
精

算（
確

定
精

算
）い

た
だ

く
契

約
方

式（
以

下「
確

定
精

算
方

式
」と

い
い

ま
す

）と
、保

険
契

約
締

結
時

に
把

握
可

能
な

最
近

の
会

計
年

度
の

保
険

料
算

出
の

基
礎

数
値

を
も

と
に

算
出

し
た

保
険

料
に

よ
り

ご
契

約
い

た
だ

き
確

定
精

算
を

省
略

す
る

契
約

方
式

が
あ

り
ま

す
。

確
定

精
算

を
省

略
す

る
方

式
を

選
択（

「
保

険
料

確
定

特
約

」や
確

定
保

険
料

方
式

の「
包

括
契

約
特

約
」等

を
セ

ット
）さ

れ
た

方
は

、次
を

ご
確

認
い

た
だ

き
、保

険
申

込
書

の「
申

込
人（

保
険

契
約

者
）」

欄
に

押
印

を
お

願
い

し
ま

す
。

※
確
定
精
算
を
省
略
す
る
契
約
方
式
を
お
取
扱
い
で
き
な
い
ご
契
約
も
あ
り
ま
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で

お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
料
確
定
特
約
の
内
容
お
よ
び
注
意
事
項
に
つ
い
て

8当
社

は
お

客
さ

ま
よ

り
保

険
金

請
求

書
類

を
ご

提
出

し
て

い
た

だ
い

て
か

ら
そ

の
日

を
含

め
て

30
日

以
内

に
、保

険
金

を
お

支
払

い
す

る
た

め
に

必
要

と
な

る
項

目
の

確
認

を
終

え
て

、保
険

金
を

お
支

払
い

し
ま

す
。た

だ
し

、特
別

な
照

会
ま

た
は

調
査

が
必

要
な

場
合

に
は

、当
社

は
普

通
保

険
約

款
・

特
約

に
定

め
る

期
日

ま
で

に
保

険
金

を
お

支
払

い
し

ま
す

。詳
細

は
代

理
店

・
扱

者
ま

た
は

当
社

ま
で

お
問

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

（
4）
保
険
金
の
お
支
払
い
時
期

意
思

判
断

能
力

を
著

し
く

失
っ

た
場

合
等

、被
保

険
者

に
保

険
金

を
請

求
で

き
な

い
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

、被
保

険
者

の
親

族
が

代
理

人
と

し
て

被
保

険
者

に
代

わ
っ

て
保

険
金

を
請

求
で

き
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。詳

細
は

代
理

店
・

扱
者

ま
た

は
当

社
ま

で
お

問
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

（
5）
保
険
金
の
代
理
請
求

保
険

金
請

求
権

に
つ

い
て

は
時

効（
３

年
）が

あ
り

ま
す

の
で

ご
注

意
く

だ
さ

い
。保

険
金

請
求

権
が

発
生

す
る

時
期

等
、詳

細
は

普
通

保
険

約
款

・
特

約
を

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

（
6）
保
険
金
請
求
権
の
時
効

損
害

賠
償

請
求

権
者

は
、損

害
賠

償
金

に
か

か
わ

る
被

保
険

者
の

保
険

金
請

求
権

に
つ

い
て

保
険

法
に

基
づ

く
先

取
特

権（
他

の
債

権
者

よ
り

も
優

先
し

て
弁

済
を

受
け

る
権

利
）を

有
し

ま
す

。ま
た

、原
則

と
し

て
こ

れ
ら

の
保

険
金

請
求

権
の

譲
渡

・
質

権
設

定
・

差
押

え
は

で
き

ま
せ

ん
。

（
7）
先
取
特
権

対
象
種
目

施
設

所
有（

管
理

）者
賠

償
責

任
保

険
、

昇
降

機
賠

償
責

任
保

険
、

請
負

業
者

賠
償

責
任

保
険

、
生

産
物

賠
償

責
任

保
険

、
受

託
者

賠
償

責
任

保
険

、
自

動
車

管
理

者
賠

償
責

任
保

険

保
険
契
約
者

（
1）

集
団

の
所

属
員

（
次

の
い

ず
れ

か
の

方
）

　
　

①
集

団
に

勤
務

す
る

方
（

役
員

・
従

業
員

等
）

　
　

   
②

集
団

を
構

成
す

る
個

人
・

法
人

　
　

③
上

記
②

に
勤

務
す

る
方

（
役

員
・

従
業

員
等

）
 　

  ④
上

記
②

を
構

成
す

る
個

人
・

法
人

　
　

⑤
上

記
④

に
勤

務
す

る
方

（
役

員
・

従
業

員
等

）
（

2）
集

団
自

身

被
保
険
者

保
険

契
約

者
本

人
（

補
償

内
容

に
よ

り
、

保
険

契
約

者
以

外
の

方
も

被
保

険
者

と
な

る
場

合
が

あ
り

ま
す

）

－30－







ＰＬ

１． ＰＬ

２．所 在 地 〒101-0046　東京都千代田区神田多町2－11（ガス石油機器会館内）

３．組織体制 人員（相談斡旋部門） センター長、カウンセラー４名（常勤１名）

 　　（裁定部門） 弁護士、消費者代表、学識経験者、検査機関職員

  技術者等

 業務（業務の範囲） 製品関連事故に係る紛争処理、製品安全や欠陥に関する

  照会、相談、苦情等への対応（ ）

 　　（対象製品） ガス機器、石油機器、〈業務用厨房機器全般〉

４．紛争処理 ①相談・斡旋の受付開始 －－－－－→ 1995 年４月３日から

 ②裁定の受付開始　－－－－－－－－－－→ 1995 年７月１日から

 ③通常業務の受付時間 －－－－－－→　AM10時～PM4時まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（土、日、祭日、夏季休暇、年末年始を除く）

 ④フリーダイヤル → 0120－33－5500　⑤ＦＡＸ → 03－3252－6106

５．同センターの特色

（1）

２

す。

（2） （

）

います。

（3）当センターの行動規範は「公正、中立、適正、迅速」とし、また、相談、斡旋、調査は

無料で対応しています。

６．事故情報の提供

ＰＬ事故に関する「相談」又は「クレーム」等の受付実績、その内容や案件処理状況等

の詳細については、当工業会の月刊「厨房」誌に毎月数ページに亘り掲載しております。

ご参考

（2023年3月承認）Ａ22－104708



一般社団法人　日本厨房工業会　御中

令和 ５ 年    　　　月     　　　　日

〒

貴社名（フリガナ）

代表者名（フリガナ）

ご希望の制度に丸印をお願いします。

最近の会計年度における売上高等の実績をご記入ください。

※年間国内総売上高　実績 ※総工事売上高　実績

円円

※北米向輸出高　実績 ※北米以外輸出高　実績

円円
（注）円単位まで正確にご記入をお願いします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（注）売上高実績を修正する場合は代表者印にて訂正印をお願いします。
（注）ご記入の売上高が昨年度と同額の場合は、立証資料として決算書を添付ください。

＊『団体PL賠償制度のご案内』保険料計算式・加入事務手続き（P9～P12）をご参照の上、ご記入ください。

（注）保険料は、制度毎（上記表の行ごと）に1円単位を四捨五入し10円単位としてください。 合計 円

通信欄（海外製品がある場合や除外品がある場合等具体的に記入してください。）

裏面も必ずご覧ください⇒

重要事項のご説明および申込内容が意向に沿ったものであることを確認するとともに個人情報の取
扱いに同意のうえ、令和５年度　日本厨房工業会団体賠償責任保険制度に加入を申し込みます。

担当者名

ご加入手順①

ご加入手順②

加入依頼日

会員社名
（被保険者名）

TEL

所在地

制度３（海外PL保険）

担当者連絡TEL

保険料口座振込日

制度１（PL保険）・制度４（施設賠責）

令和 ５年　　　　　　月　　　　　　　日

ご加入手順③

制度２（請負業者賠責）

ご加入手順④

団体賠償責任保険制度加入申込票　兼　保険料の確定精算省略に関する同意書兼申告書

会員番号

FAX

代表者印

法人の場合、必ず代表者の役職印を押印ください。（2カ所）

保険料確定特約の内容および注意事項を承認の

うえ、保険料の確定精算を省略することに同意し

ます。

代表者印

生産物賠償責任（PL）保険－a 生産物賠償責任（PL）保険－b 生産物賠償責任（PL）保険－c 海外PL保険

制度４
施設所有（管理）者賠償責任保険

制度３
請負業者賠償責任保険－a 請負業者賠償責任保険－b

制度１ 制度２

制度１a（生産物賠償責任（PL）保険）

制度４（施設所有（管理）者賠償責任保険）

制度３ (海外PL保険）北米以外

制度３ （海外PL保険）北米向

制度１b（生産物賠償責任（PL）保険）

制度２a （請負業者賠償責任保険）

円 ÷10,000× ＋ 円＝ 円

円 ÷10,000× ＋ 円＝ 円

制度１c（生産物賠償責任（PL）保険） 円 ÷10,000× ＋ 円＝ 円

＝％221.0×円

円 ×1.20％＋360,000円 ＝ 円

円 ×0.24％＋120,000円 ＝ 円

＝％4200.0×円

円

制度２b （請負業者賠償責任保険） ＝％601.0×円 円

円



制度１，２，４ 令和５年７月１０日午後４時～令和６年７月１０日午後４時
令和５年７月１０日午前０時０１分～令和６年７月１０日午前０時０１分

・追加被保険者（制度１、３のみ）

制度１

・同種の他の保険契約等があるとき、下欄にご記入をお願いします。

千円

・制度1から4の補償内容等については、ご案内に記載のとおりです。
　ご加入にあたっては「団体賠償責任保険制度のご案内」をご参照ください。

【引受保険会社】　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2023年3月承認）A22－104708

保険会社名

・この契約は一般社団法人日本厨房工業会を保険契約者とし、日本厨房工業会会員を被保険者とする生産物賠
償責任保険・請負業者賠償責任保険・施設所有（管理）者賠償責任保険 ・海外PL保険（英文一般賠償責任普通
保険約款＋生産物特別約款）の団体契約です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保
険会社グループ会社（海外にあるものを含む）が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成
に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日
本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。ただし、保健医療等の特別
な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則（第53条の10）により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険㈱のホームページ（https://www.aioinissaydowa.co.jp/）をご覧ください。

・本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえ
お申込ください。

制度３

保険種類

保険金額・支払限度額

満期日

制度３

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

・※印の項目については、ご加入時に事実を正確に申し出ていただく義務（告知義務）があります。加入依頼者また
は被保険者の故意や重大な過失により、お申し出いただかなかった場合やお申し出いただいた事項が事実と異
なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。ご加入に際して、今一度
お確かめください。

りあかすまりあが等約契険保の他るす償補を険危の種同

※他の保険契約等

・保険期間

免責金額
（自己負担額）

生産物特別約款

請負業者特別約款
なし

適用約款

支払限度額

対人 対人・対物共通

英文一般賠償責任保険普通保険約款
＋生産物特別約款

施設所有（管理）者特別約款

期間中

10億円

5億円

5億円

2億円

10億円

300万ドル

2億円

1億円

5億円

2億円

5億円

2億円

2億円1億円

1事故1名

制度1
生産物賠償責任（PL）保険

2億円

制度2
（請負業者賠償責任保険）

制度3（海外PL保険）

パターンa

パターンb

パターンa

パターンb

パターンc

制度4（施設所有（管理）者賠償責任保険）

・支払限度額等

設定なし

1億円 設定なし

設定なし


